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平成１７年第７回定例会 

斑 鳩 町 議 会 会 議 録 

                              平成１７年１２月８日 

                              午前９時００分 開議 

                              於 斑鳩町議会議場 

 

 １，出席議員（１４名） 

     １番  嶋 田 善 行         ２番  松 田   正 

     ３番  飯 髙 昭 二         ６番  浅 井 正 八 

     ７番  小 野 隆 雄         ８番  坂 口   徹 

     ９番  浦 野 圭 司        １０番   川 勝 義 

    １１番  三 木 誓 士        １２番  木 田 守 彦 

    １３番  木 澤 正 男        １４番  里 川 宜志子 

    １５番  中 西 和 夫        １６番  中 川 靖 広 

 

 １，欠席議員（０名） 

 

 

 １，出席した議会事務局職員 

    議会事務局長   浦 口   隆     係  長    猪 川 恭 弘 

 

 １，地方自治法第１２１条による出席者 

    町     長  小 城 利 重    助     役  芳 村   是 

    収  入  役  中 野 秀 樹    教  育  長  栗 本 裕 美 

    総 務 部 長  植 村 哲 男    総 務 課 長  西 本 喜 一 

    総 務 課 参 事   田 昌 敬    企画財政課長  藤 原 伸 宏 

    企画財政課参事  野 口 英 治    税 務 課 長  植 嶋 滋 継 

    住民生活部長  中 井 克 巳    福 祉 課 長  西 川   肇 

    健康推進課長  清 水 孝 悦    環境対策課長  清 水 建 也 

    都市建設部長  藤 本 宗 司    建 設 課 長  堤   和 雄 
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    観光産業課長  今 西 弘 至    都市整備課長  藤 川 岳 志 

    都市整備課参事  西 田 哲 也    教委総務課長  野 﨑 一 也 

    生涯学習課長  阪 野 輝 男    上下水道部長  池 田 善 紀 

    上 水 道 課 長  水 田 美 文    下 水 道 課 長  谷 口 裕 司 

 

 １，議事日程 

   日程 １．一般質問 

   〔１〕１４番 里川議員 

１、医療制度「改革」大綱について 

・来年の通常国会に法案を提出する予定として大綱が出されたことを受

けて 

・県・町が実施している福祉医療への影響はどうなるか。 

・町の福祉医療の今後の方針 

２、障害者自立支援法について 

・現在の支援費制度の利用状況から見て費用負担はどうなっていくのか。 

３、改正される介護保険について 

・複雑で被保険者の負担が増大する改正にともない 

・地域支援事業について 

 利用料をどう考えるか。財源はどうなるか。 

・新予防給付等で取り組みが充実すれば、保険料に影響するが、これま 

での当町の取り組みを生かすことはできるのか。 

・デイサービス・デイケアの食費について 

介護報酬３９点廃止で利用者負担となるが、補足給付がないことから、

どれぐらいの人が利用していて、影響があるのか。また、保険料段階

の低い方への影響をどう見ているか。 

４、町費講師採用の考え方について 

・Ｈ１８年度の予算編成をされるなかで、どのような方針をもっておら 

れるのか。 

５、子どもたちの体力低下について 

・体力向上と運動能力向上を目指す取り組みが必要だと考えるが、現況 
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よりさらに取り組みを進める考え方はどうか。 

〔２〕１３番 木澤議員 

   １、補助金について 

・「公募型補助金制度」について。 

制度創設の必要性と制度のあり方について町の見解を問う。 

・現在削減を検討している補助金との関連について。 

２、学校給食の民間委託について 

・民間委託の必要性と教育の一環としての位置づけについて町の見解を 

問う。 

・保護者や教員、現場で働く給食調理員・栄養職員の声の反映について。 

・契約業者に対する指導について。 

３、人事評価制度について 

・人事評価制度導入について町の見解を問う。 

４、アスベスト問題について 

・その後のアスベスト被害に対する問題認識と町の対応について。 

〔３〕３番 飯髙議員 

１、災害に備えた防災体制について 

・減災のための分かり易い情報伝達について。 

・避難所のバリアフリー化について。 

・災害簡易トイレの備蓄について。 

２、耐震診断・耐震改修について 

・公立学校の耐震補強工事について。 

・一戸建住宅及び共同住宅の耐震化について。 

   ３、内部障害者の社会的認知を高める取り組みについて 

・内部障害者への理解と環境整備について。 

・「ハート・プラス」のシンボルマークの普及について。 

〔４〕６番 浅井議員 

      １、町営住宅についてお尋ねします。 

・福祉のやさしい町づくり条例に基づいた町営住宅の改造について。 

〔５〕１２番 木田議員 
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１、擁壁の安全基準について問う。 

・富雄川左岸の米寿橋の高安側の擁壁が、約１０ｃｍ位起き上がってい 

るが大丈夫なのか。高さが約６ｍ位あり、下には町道か農道が通って

いるので安全の診断を行ってほしい。 

２、安堵井堰で行われている工事について問う。 

・過去の質問において、当井堰の工事が終わらなければ斑鳩町へと河川 

改修が進まないと聞いており、ＪＲ鉄橋の架け替え工事も進行してお

り、河川改修工事も動き出したと理解すれば良いか。 

３、９月１５日の厚生常任委員会での質問の回答について問う。 

・幸前にある光洋配送センター解体工事による外壁の材質と工事につい 

てお聞きしたが、回答のないまま解体工事も完了し、新築工事が進め

られているが、結果について問う。 

〔６〕１１番 三木議員 

１、障害者自立支援法の取り組みについて 

・障害者自立支援法の制定 

・障害者福祉サービスの一元化 

・認知度の区別・判定基準 

２、斑鳩町の観光施策について 

・観光の現状把握 

・「泊まる奈良」推進事業 

３、頻発する小学生誘拐事件について 

・小学校の下校時の体制 

４、道徳教育について 

・小・中学校の道徳教育 

・知育・徳育・体育 

〔７〕９番 浦野議員 

１、住民参加型の行財政改革について 

・住民参加型の行財政改革を目指しているが、行政は主体性をもってや 

っているのか。また、各種ＮＰＯとの連携はないのか？ 

２、観光事業の発展とまちづくり施策について 
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・県観光課が平成２２年までに県内観光宿泊者倍増計画を発表し、実現 

化しようとしているが、当町と連繋は具体的にあるのか？ 

３、少子化対策について 

・少子化対策は、女性が子どもを産んで育てやすい環境を作らなければ 

ならないが、当町はこれへの具体策は考えているのか？ 

４、イベント削減化について 

・財政健全化を進めなければならないが、現在行っているイベントで削 

減できるものは削減すべきであると考えるが、見直しはしないのか？ 

〔８〕７番 小野議員 

１、町長選挙後の施政方針について 

・前回町長選挙後の施政方針との改善点は何かを問う。 

・町政を進めるにあたっての３つの基本姿勢と６つの柱の関連を問う。 

・持続可能な財政構造への転換に向けての「財政健全化計画」を問う。 

２、指定管理者制度について 

・制度運用に向けて、平成１５年９月からの町としての研究検討経緯と 

今後のスケジュールを問う。 

・財政健全化検討住民会議の中間報告との関連を問う。 

３、容器包装リサイクルについて 

・ペットボトル処理方法の現状と今後を問う。 

４、竜田川紅葉祭りについて 

・斑鳩町観光協会の位置づけと、その役割を問う。 

・町としての関与の仕方について問う。 

５、（仮称）文化財活用センターについて 

・藤ノ木古墳整備検討委員会においての審議内容を問う。 

〔９〕１６番 中川議員 

１、新型インフルエンザについて 

・高病原性インフルエンザの感染情況は？ 

・国の感染予防策は？ 

・県の抗ウイルス薬タミフルの備蓄の情況は？ 

・町はどのような対策を考えておられるのか？ 
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２、公共建築物の耐震化について 

・国の緊急対策方針とは、どのような対策か？ 

・町で対象となる建物はどれぐらい有るのか？ 

・町の対応は？ 

３、猫坂から役場までの通学路について 

・朝の通勤時間帯の交通量について？ 

・通学時間帯の通行規制はできないものか？ 

〔10〕２番 松田議員 

１、個人情報保護法の運用と課題について 

この４月に全面施行された個人情報保護法の運用をめぐる混乱、過剰反

応が問題視されていることに対する認識と行政の対応について。 

２、学童保育のあり方 

斑鳩町における学童保育施設の規模、登録児童数などの現状はどうなっ

ているのか。 

３、住宅用火災警報器等の設置について 

悲惨な火災による死者をださないよう住宅用火災警報器の設置を促進する

ために補助金制度の創設を考えるべきだと考えるがどうか。 

４、史跡中宮寺跡を活用した歴史公園の整備構想について 

のびのび運動ができる公園広場を求める住民の声は多い。現在、公有化が

進められている史跡中宮寺跡を活用した歴史公園計画は、はたして住民が

期待する公園広場を確保することができる構想となるのか。 

５、法隆寺門前街路の整備について 

新聞投書について（法隆寺門前街路整備について）どう応えたのか、”言

いっぱなし、聞きっぱなし”になっていないか。 

６、三位一体改革の評価と１８年度予算に与える影響 

国と地方の税財源を見直す三位一体の改革が決着した。このことに対する

評価と、斑鳩町１８年度予算にどのように影響すると考えているのか、感

想を聞かせてもらいたい。 

 

 １，本日の会議に付した事件 
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     議事日程に同じ 
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          （午前９時００分 開議） 

○議長（中西和夫君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１４名で、定足数に達しています。これより本会議を再開いた

します。 

 直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程は一般質問であります。あらかじめ定

められた順序に従い質問をお受けいたします。 

 初めに、１４番、里川議員の一般質問をお受けいたします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、通告書に基づきまして私の一般質問をさせていた 

だきます。 

 まず１番目、医療制度「改革」大綱についてということで挙げさせていただいており

ます。来年の通常国会に法案を提出する予定としてこの大綱が出されたことを受けまし

て、私は質問をさせていただきたいというふうに考えました。 

 政府は、この間に、財政上の理由などを中心に挙げまして、医療制度の改正というの

を何度か繰り返してきているんですが、とにかくこの医療制度がどんどん変わっていく

中で、患者となる私たち住民は、このことに振り回されて、訳のわからないうちにどん 

どん負担がふえている、こんな状況が起こっているというふうに私は考えております。 

 今回の大綱でも、さらに患者の負担増になることや、行政、医療機関などそれぞれに

も様々な影響があるというふうには考えているところですが、私は県や町が実施してい

る福祉医療については、非常に高く評価をしている立場をとっておりますが、その立場

から質問をさせていただきたいんですが、今度のこの大綱から見て、今後この福祉医療

にどのような影響が出てくるというふうに考えればいいのか、このことについてお聞き

をしておきたいというふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今回、大綱によっての福祉医療への影響はどのようにな 

っていくのか、どのように考えているのかというご質問でございますけれども、質問者

もご承知をいただいておりますように、去る１２月１日に、政府・与党医療改革協議会

から、医療制度改革大綱というものが発表をされたところでございます。この改革大綱

が示します方向で、医療制度が改革をされたならばということで想定して、福祉医療費

助成事業への影響ということでお答えをさせていただきたいと思います。 

 主に考えられることにつきましては、まず平成１８年度から実施をされる事項につき



２－9 

ましては、１つといたしまして、高額療養費の自己負担限度額の引き上げというのがご

ざいます。そして、２つ目に、診療報酬の引き下げでございます。 

 高額療養費の自己負担限度額が引き上げられますと、当然ながら高額療養費を除きま

した自己負担というのはふえることとなってきます。また、保険診療の算定の基礎とな

ります診療報酬が引き下げられますと、レセプト単位の自己負担というのは、当然減少

することとなってきます。福祉医療費の助成事業は、保険診療の自己負担を助成をいた

しておりますので、以上の改正によりまして福祉医療費に関する助成額にも影響が出て

くるのではないかと、このように考えております。 

 次に、平成２０年度から実施をされる事項におきましては、１つとして乳幼児医療費

の負担軽減の拡大がございます。もう１つ、７０歳から７４歳の窓口負担の引き上げが

ございます。 

 まず、乳幼児医療費の負担軽減につきましては、現行の３歳未満から小学校の就学前

まで拡大をするということになっております。これは、現在当町では、４歳未満の乳幼

児はすべての保険診療につきまして、そしてまた４歳以上小学校就学前までの乳幼児に

つきましては、入院と歯科の保険診療に係ります医療費を対象といたしましてその自己

負担分の助成を行っているということは、質問者もご承知をいただいているとおりでご

ざいます。新たに、３歳以上小学校就学前のその自己負担分が３割から２割に減少をい

たしますことで、それらの１レセプト当たりの助成額も減少すると、このように考えて

おります。 

 次の７０歳から７４歳の窓口負担を１割から２割に引き上げることでございますが、

現在６５歳以上６９歳未満の方を対象といたします老人医療費助成事業は、老人保健法

の一部負担の考え方を準用をいたしておりますので、自己負担は原則１割となっており

ます。７０歳から７４歳の方の窓口負担が２割に引き上げられた場合は、その年齢層よ

りも若年の老人医療費助成事業対象者の一部が１割負担と、そして７０歳から７４歳の

方が２割負担となって、医療費がかかるとされる高年齢の方の自己負担が大きくなると

いう逆転現象が生じてくることになります。この事業につきましては、県から補助を受

けて実施をいたしていることもございまして、改革が行われた場合には県とも相談をす

る必要があると、このように考えております。なお、昭和１５年８月１日以降にお生ま

れになった方へ助成を行っております町単独分につきましては、もともと原則２割の自

己負担でございますので、これは影響が出てこないのではないかと、このように考えて
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おります。 

 この医療制度改革大綱は、医療改革の方向性として現在示されているもので、現時点

では実施に至った際の具体的な改正内容まで示されておらないという状況でございます。

今後、国の方で法律改正の準備を行い、その後通常国会で議論がなされることから、こ

の改正の行方を注視して、福祉医療費の助成事業への影響についても留意をしてまいり

たいと、このように考えております。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、部長の答弁を聞いておると、プラスの面やマイナスの面 

や、福祉医療にとっても様々な状況があるというふうに考えられるわけなんですけれど

も、ただ、もちろん診療報酬の引き下げなんかもありますけどもね、薬価の１％、診療

点数３％ですか、こういった問題もありますけれども、その引き下げが即効果があらわ

れるのかと言えば、疑問な点もありますし、それと高齢者の方がふえてくるという状況

もありますし、それと私前回の一般質問でも申し上げましたが、高齢者なんかの年金の

種類によりまして、非常に貧困率が高くなって、自分の家庭は貧困だと、生活が大変だ、

苦しいと感じられているお寄りをはじめ、色々な雇用形態の変化によって、そういった

お金のあるお家、ないお家というのが拡大してきているということ、これを私ずっと申

し上げてきてるんですけれども、こういったことにもぜひとも留意をしていただきたい。 

 そして、福祉医療は何のためにあるのか。私は、この質問をするのに、それぞれ、乳

幼児医療費、母子医療、老人医療、そしてまた障害者医療、これらの条例をもう一度質

問するに当たって見させていただきました。すべてこれらには目的が書かれております。

この目的に沿って、斑鳩町では町長も、福祉は後退させたくないんだと、後退をさせな

いんだというお気持ちもお持ちいただいている中、こういったことの今後の福祉医療に

対する方針、斑鳩町の方針というものも重ねてお聞きしておきたいというふうに思いま

す。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 福祉医療費の助成事業につきましては、先ほどもお答え 

の中で申し上げておりますように、県の補助金を受けて実施しているものもございます。

しかし、本町では、かねてより、乳幼児医療や心身障害者医療に係ります助成対象者を

拡大をいたしまして、町単独事業としても実施をしているところでございます。また、

本年の８月の県の福祉医療制度の改正の際にも、一部負担金の負担を導入をせずに、さ
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らに８月以降６５歳に達する方に対しましても、老人医療費の助成を継続するなど、町

単独で事業の充実に努めてきたところでございます。 

 医療を取り巻きます環境は厳しく変化をしておりますが、高齢者、障害者や乳幼児の

方などが安心して医療を受けられるように、財政等の許す限りにおいて、福祉医療費助

成事業の充実には努めていきたい、このように考えております。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） ぜひとも力を入れてやっていっていただきたいと思います。 

この大綱の中で私は心配してますのは、５年後の給付目標をあらかじめ決めておき、伸

び過ぎを検証する目安、目標の給付量を超えると、自動的に伸び過ぎを抑制する見直し

というものが出来るということになっているんですね。ですから、そういったことで、

まだまだこの医療制度が変動をしていく、そういったものであるというふうに私はとら

えております。その時その時の財政状況や現状で、財政を一番の理由に色々制度改正が

行われることで、人間の命ということの方が後からついていくようなことになるのでは

ないかと、非常に心配をしております。これにつきましては、今後も担当とされては十

分注視をしていっていただきたいということをお願いをいたしまして、次の質問をさせ

ていただきます。 

 ２点目に挙げさせていただいておりますのは、障害者自立支援法についてでございま

す。 

 この障害者自立支援法では、必要度に応じたサービスの提供がうたわれまして、障害

者支援費制度というふうに制度が変えられ、これは関係者の運動によって定率負担を許

さないという形で応能負担の原則を維持した形で実施されましたが、それから２年を待

たずに、利用制限を強めて原則１割の定率負担を求めるというような形でこの自立支援

法の導入がこの１０月に成立しまして、２００６年、来年ですね、来年の４月１日施行

ということで行われるようになっているわけなんですけれども、私たちも聴覚障害者の

団体の方からも陳情書をいただいておりますけれども、定率負担となりますと、非常に

応能負担に比べまして違いが出てくるご家庭などがあるというふうに私自身は思うので

すけれども、現在の支援費制度の利用状況から見て、この費用負担というものがどのよ

うに推移をしていくかということを、担当の方ではどのようにつかんでおられ、どのよ

うに考えておられるのか、お尋ねをしたいというふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 
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○住民生活部長（中井克巳君） 障害者福祉サービスについての費用につきましては、負 

担能力に応じて限度額を設定した上で、利用者の１割負担を基本として、国民全体で制

度を支えることとしているところでございますが、低所得についてはきめ細かな軽減措

置を講じております。 

 定率負担につきましては、原則は定率１割負担となっているところですが、どの方で

も負担がふえ過ぎないように上限額を設定をいたしますと共に、所得の低い方にはより

低い上限を設定をしていくというようにしており、負担がふえ過ぎないようにしている

ところでございます。資産等の少ない方には、その上限額をさらに引き下げることとな

っているところでございます。さらに、社会福祉法人の運営によります事業所を利用し

た場合は、負担軽減制度によりまして月額上限額が半分になるようにもなっております。

また、施設入所者の食費等の実費については、原則自己負担ということで、所得の低い

方につきましては、食費等の負担軽減を図っております。また、通所サービス、ショー 

トステイを利用する方についても、負担軽減を図っているということでございます。 

 この費用負担はどうなっていくのかということでございますので、このように、負担

軽減の関係の中で、一応そういうことでお答えをさせていただいたということでご理解

をいただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、部長の答弁には、どの方にも負担増とならないように色 

々な軽減措置がこの自立支援法の中では盛り込まれているということなんですけれども

ね、実は私心配しているのは、課税世帯なんです。課税世帯は、今、部長が言われるよ

うなことにはならないというふうに私は認識をしております。特に重度の障害の子ども

さんをお持ちであるご家庭でも、一生懸命働いておられ、それぞれ親御さんも家族が自

立していくために働いておられる中で課税世帯となっておられ、そして重度の障害をお

持ちの方の支援にサービスを利用すると、そんな中にあっては、私、非常に負担が増に

なるケースが出てくるのではないかということを思っているんです。そのご本人自身の

自立、そしてご家族の自立を支援する、本当にそういった方策とこの自立支援法がなる

のかどうか、大きく私自身は疑問を感じているところです。そういったところにも、ぜ

ひ担当の方も今後動向をきちっと見ていっていただきたいというふうに思います。本当

に自立を支援するという自立支援法ではない。 

 しかし、この法律を決めてきたのは国です。地方が決めたわけではないんです。その
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ことも十分理解をしております。でも、直接住民とかかわる地方自治体としては、そう

いったことについて十分精査をし、認識を持ち、この制度に当たっていただきたいとい

うことをぜひお願いをしておきたいというふうに思います。 

 この障害者へのサービス提供ですね、今後介護保険にも統合していくというような考

え方が示されているわけなんですね。本当にこの障害者の問題も、駆け足で制度改正繰

り返されるというような状況になるわけなんですよね。ですから、私は、介護を市場で

取り引きされるサービス、市場化されてしまうというこんな状況が、財政という名のも

とで、先ほども申し上げましたけど、本当に本来の福祉の精神というものが失われてい

っているのではないかな。介護が必要な人たちの人間性を回復して、それぞれが主体的

に問題を解決して発達していくための生活力を形成していく、こういったことになって

いくような生活援助というものが、人間の生命活動、生活意欲を引き出す上でとても重

要なことである、それが当たり前なことではないのか、基本ではないのかというふうに

考えております。今後も、そういったことに十分ご留意いただきまして、来年からの障 

害者自立支援法施行につきまして十分な対応を望んでおきたいというふうに思います。 

 また、細かい点につきましては、制度が実施される中での、また住民の皆さんの色々

な声を聞く中で、私たちも、また担当とされましても、町として改善出来る部分がある

のなら、ぜひとも前向きに対応していただきたいということをぜひお願いをさせていた

だきまして、次の質問に移らせていただきます。 

 ３番目でございます。改正される介護保険についてということで挙げさせていただき

ました。 

 来年４月から、今年の１０月からは一部改正されております。けれども、来年の４月

から大きくこの介護保険が改正されますが、大変複雑です。私も今ずっと勉強させてい

ただいているんですが、本当にこれ、介護保険の対象者である１号被保険者ですね、こ

ういった方々が本当に理解出来るのかと思うほど大変な体制になるというふうに考えて

おりますが、とりわけここに、今現在私が気になっていることを、少しですが挙げさせ

ていただき、質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の地域支援事業についてということなんですが、この地域支援事業につ

きましても、新しく制度改正の中で取り組まなければならない事業というふうになって

いるわけなんですけれども、この地域支援事業についての利用料、この利用料について

の考え方はどうするのか。 
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 そしてまた、財源ですね、この地域支援事業というのも介護保険事業の中に組み込ま

れるわけなんですけれども、組み込まれるけれども、政府が示してきている中では、こ

ういった地域支援事業などは、総事業費の何％というような制限を国は加えてきてるは

ずなんです。その制限を加えられている状況の中で、本当に地域を支援するというよう

なことが出来るのかどうか。この財源につきましても、国が示している状況のままでい

きますと、今までせっかく斑鳩町が保健や福祉、すごく予防という観点から、私、２年

ぐらい前からですかね、斑鳩町ものすごく予防に力入れてやってきていただいていると

いうことを、そういうふうに認識しているんです。とてもすばらしいことをやっていた

だいているなというふうに思っているんですけれどもね、ただそういった事業をそのま

ま引き継ぐと、その国が示してきている割合を超えてしまうという心配もあるというふ

うに私は考えているわけなんですね。 

 そこで、この１番についての質問を挙げさせていただいたわけなんですが、現在のと

ころどのようにお考えになられているのか、お聞きをしておきたいというふうに思いま

す。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 介護保険法の改正に伴いまして、新設をされます地域支 

援事業でございますが、市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防いたしま

すと共に、要介護状態となった場合におきましても、可能な限り地域におきまして自立

した日常生活を営むことが出来るよう支援するための事業を実施することとされており

ます。 

 地域支援事業におきましては、介護保険法で利用者に対しまして、厚生労働省令で定

めるところによりまして利用料を請求することが出来るとなっているところでございま

すが、その詳細につきましてはまだ示されておらないというような状況でございます。

今後示されてきます厚生労働省令に添いまして、介護保険運営協議会でもご審議をいた

だき、決定をしてまいりたいと、このように考えております。 

 なお、地域支援事業の財源ということでございますが、地域支援事業交付金が創設を

されまして、虚弱高齢者等に対して実施をいたします運動器の機能向上とか、栄養改善

事業などの介護予防につきましては、国、県、町の公費と、６５歳以上の１号保険料及

び４０歳から６５歳までの２号保険料も財源といたしまして、新設をされます地域包括

支援センターの運営に係ります包括的支援事業等につきましては、２号保険料は財源と



２－15 

しないで、国、県、町の公費と１号保険料が財源となりまして、公費の負担割合が介護

予防事業と異なってきております。 

 地域支援事業の事業規模につきましては、政令で交付金の上限率が設けられることに

なっておりまして、平成１８年度の場合は、介護予防事業と包括的支援事業等につきま

しては、それぞれ介護保険給付費見込額の１．５％以内となっております。地域支援事

業全体としては、２％以内におさめるということになっております。 

 現在保健センター等で取り組んでおりますこういう介護予防の関係等につきましては、

現行事業を地域支援事業に移行すれば、上限率を上回ってくるという見込で今現在考え

ております。交付金対象外となる部分につきましては、実施をするのか、また実施をす

るとすれば、一般財源で実施をしていくか、それとも保険料に上乗せをしていくのかと

いうことにつきまして、質問者もご参画をいただいております介護保険運営協議会でご

審議をいただいて決定をしていきたい、このように考えておりますので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、ちょっと私部長の答弁の中であれっと思ったんですが、 

財源の内訳を言っていただいたと思うんですが、地域支援事業、包括的支援事業に、そ

れと任意事業というのが入るんですけれども、そちらの方は２号保険料は使われないと

いうふうになっていると思うんですね。介護予防事業の方では２号保険料が入るという、

いわゆる何だか矛盾を感じるような財源構成になっているというふうに私は思っている

んですけれども、今部長の説明の方でちょっと違うかったんかなというふうには思った

んですが、それはそれといたしまして、今、部長の答弁の中にありましたように、斑鳩

町これまで本当に色々な取り組み、保健センターなどでもやっていただいてきましたし、

それについては私は高く評価をさせていただいているわけなんですけれどもね、ただ国

が示している限度枠、そういう枠を超えた部分、私、斑鳩町の場合は取り組みが進んで

ますので枠を超えると思っているんです。そしたら、今、部長は、保険料に上乗せする

のか、それか一般財源でやるのかという、運協の方でまた議論いただくというふうにお

っしゃっているわけなんですけれどもね、ただこの保険料についても、厚生労働省は３

０％程度は値上がりするだろうと。このホテルコストを導入して、この分で下がってる

んだけれども、下がるんだけれども、それでもなおかつ今後その先３年間を見越して保

険料を設定されますので、その時には３割前後の増が見込まれるのではないか。自治体
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によってそれは多少違いはあると思いますけど、そういうふうな見方がされている中で、

せっかくやってきた事業を保険料に上乗せするというようなやり方というのは、私はや

っぱりやっていただきたくない。 

 前から言いますように、介護保険料の保険料というのは、医療とか年金とか、そうい

ったものと違いまして、医療保険なんかいうたら、所得とか資産に応じて掛け率があっ

て掛けられるというような形になっているわけなんですよね。けれども、介護保険とい

うのは、来年度からは段階がちょっと細分化、若干ですけど、若干広がるということで

すけど、今まで５段階でしょう。５段階でも、一番最初は生活保護受給ですからね、正

味４段階です。本当に国民年金で３万円、４万円しかない方でも、上は大企業やすごい

利益の高かったその当時の企業にお勤めの方ね、本当に話によると月に４０万も年金が

あるというような方とか、その方と３万、４万の方との幅が４段階しかないという、も

ともと非合理な保険料設定であると私は考えているわけなんです。ですから、低所得者

に大きな負担とならないように、保険料の設定についても、もちろん今まで私提起させ

ていただいていることもありますが、そういった低所得者に大きな負担とならないよう

にご配慮いただきたい。 

 そのためにも、何としても、斑鳩町が将来の介護保険の財政を考える上においても、

重度化をなくす、より健康な状態で過ごしていただける、健康寿命を延ばす、こういう

意味でも、この地域支援事業については、やはり町単事業として町は頑張ってやってい

ただかないといけないというふうに私は考えてます。それは、将来にわたる介護保険、

また医療保険に影響が大きく出てくるものであるというふうに私は考えております。答

えは、そんなすぐには出ないかもわかりません。けれども、団塊の世代と言われる方々

が高齢者となり、２０１５年、２０２５年、ここがこの介護保険などのピークを迎える

時と言われております。この２０１５年から２０２５年にかけてのその時の斑鳩町の状

況など、長期的に勘案していただきまして、ぜひとも町は思い切った施策の展開をして

いただきたいということをお願いをしておきたいというふうに思います。 

 続きまして、２番目に、新予防給付等で取り組みが充実すれば、保険料に影響するが、

これもそうなんですね。新予防給付というのは、これまでの予防給付からまた再編され

てます。かなりこの新予防給付のサービスの内容というのがまたふえているわけなんで

すが、これも利用が多ければ多いほど、またこれ保険料に影響してくるんですよね。保

険料がふえると、使わはるだけ使わはったらね。というようなシステムなんですが、こ
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れにつきましても、斑鳩町がこれまでやってきた取り組みなんかを生かすことが出来て

んのかどうか、出来るんかということ。それと、引き続いてまたそういう意識をどう持

っておられるのかということなんかも、この際ですので、担当の方にお聞きをしておき

たいというふうに思っております。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 平成１８年の４月から、議員も今おっしゃっていただい 

ておりますように、新予防給付とか地域支援事業などの新たな事業というものが実施を

されてまいります。この地域支援事業の中に、保健センターなどが実施をいたしており

ます６５歳以上の介護保険の認定をお持ちでない方を対象といたしました介護予防事業

等も含まれてくるわけでございます。この介護予防事業を実施をすることによりまして、

新予防給付を受ける要支援になる方を抑制することが期待が出来ると。 

 さらには、要支援者におきましては、介護保険事業者が提供をします新予防給付のサ

ービスを受けることによりまして、要介護になる方の人数というものも抑制するという

ことが期待出来る仕組みとなっていると、このように理解をいたしております。結果的

に保険給付量を抑制をさせることにつながってきて、ひいては保険料の引き上げを抑制

することが期待できると、このように考えております。 

 このようなことから、今後高齢者の急増によりまして増加をし続けることが予想をさ

れます要介護認定者数を少しでも抑えられるように、この介護予防事業と、そして保健

センターで実施をします他の保健事業などと、様々な施策につきまして引き続き実施を

してまいりたいと、このように考えております。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、部長の答弁の中でちょっと気になりましたが、給付抑制 

をするためにと、要介護とのね、それは私は見方を逆にして健康寿命を延ばす取り組み

という見方をきちっとしておいていただきたいと思うんですよね。給付を抑制するとい

うと、何かノルマがあって抑制せなあかん。それにノルマに追われているような、そん

なことになったら困りますので、やっぱりそれは考え方、取り方ですけれども、ぜひと

も健康寿命を延ばしていくんだと、本当の意味での自分で自分の思うようにその方たち

が出来るように健康でいていただくんだということを目標にきちっと持っていただきた

いということと、この新予防給付なんかで私ちょっと心配してますのが、現在の要介護

１の方ですね、要介護１の方の中で、認知症であったり、認知症に近い状況にあったり
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ということですね、そういった方を除いてそれ以外の方は、すべて要介護１から外され

て要支援の方に移ってしまう、要支援２という段階が設けられましてそっちへ移ってし

まうわけなんですよね。そうしますと、今までから、もともと要支援と要介護ではサー

ビスの種類が違うかったわけです。要介護１で受けれてたサービスが要支援２になって

受けれなくなってしまうという問題があるわけなんですよね。その問題を、その方たち

に、被保険者の皆さんにきちっと理解をしていただけるのか。そして、そういったサー

ビス低下になった時に町としてはどのような対応が出来るのか。これは、やっぱりきち

っと意識を持っといていただきたいというふうに思っております。ですから、私はこれ

らについて非常に大きな心配をしているという問題提起を今ここでさしといていただき

たいというふうに考えます。 

 また、本当に細かい政省令が、これは近づけば近づくほどだだだとおりてきますので、

色々担当も、今現在わかることわからないこととか、本当に国に多分振り回されている

んやろうということも十分理解出来ますので、それにつきましては一応ここで置いてお

きたいというふうに思います。 

 それと、３番目なんですが、デイサービス、デイケアの食費についてをここで挙げさ

せていただいております。ここに書いてますように、介護報酬の３９点、調理費ですね、

食材費はもともと掛かってましたけれども、食材費プラス調理費という点数の持ち方や

ったんですけども、今まで調理費は介護保険内やったわけですが、これがホテルコスト

の導入によって調理費の点数も介護保険外とされましたね。 

 そんな中で、それでも入所の人、ショートステイの人、こういった使い方をする場合

には、補足給付というものがあるんです。低所得者に対する補足給付というのが設けら

れてて、若干食費について軽減される制度があるんですけれども、ただデイサービスや

デイケアのように、本当に介護保険の重要な部分、在宅を重視した介護保険の重要なサ

ービスで、この介護報酬調理部分廃止されたことによって、デイサービスとかデイケア

というたくさんの方が利用されるこのサービスが値上がりしてしまっているというよう

な状況になっているんですよね。これは、私ちょっとあんまりじゃないかと、やり方と

してあんまりじゃないかなというふうに思ってるんですけどね。補足給付がないという

ことは、所得の低い人も高い人も結局は同じ値段で受けなあかんということになるわけ

なんですよね。施設とかショートステイとかは、補足給付あるんですよ。だけど、これ

にはないんですよ。在宅を重視すると言いながらそこはされてないと。私、すごいここ
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は矛盾を感じているんですけれども、このことで低所得者層ですね、今までデイサービ

ス、デイケアを利用されてた方の利用状況などがどのようになっているのか。また、高

くなったら、今まででも苦しいながらも行ってたけども、こないして高なったらもうな

かなかよう行かんわというて行く回数を減らすとか、値上がりになった分の回数減らす。

月８回ほど行ってはったら、４，０００円から値上げになるの違いますかね。 

 ですから、そういう中でちょっと心配を私はしてるんですよ。さっきも言いました、

国民年金で３万、４万しかない方が保険料払いもってこの利用をする。それも特に高齢

世帯、外部とのつながり、外部との接触をしていただくことによって心身ともにやっぱ

り健康な状態保っていただくには、こうやって出ていっていただくことは重要なことだ

と思ってますので、在宅を重視するのならなぜそこが不十分なのかということが非常に

残念でならないんですが、今現在斑鳩町のサービス利用者かなりいらっしゃると思うん

ですが、こういった方の動向というのはどういうふうになっているのか、影響が出てい

るのかどうかということを担当の方にお聞きをしたいというふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 介護保険の制度改正で、今、質問者も言われますように、 

この１０月からデイサービスとデイケアサービス利用に伴います食費負担分が、１日当

たり３９単位が介護報酬から廃止をされております。この改正によって影響を受けると

いう状況でございますけれども、１０月からの制度改正ということでございますので、

１０月の利用されましたデータというのが、資料というのが、現在まだ私どもの方にも

手元に届いておりませんことから、９月分の審査でお答えをさせていただくということ

でご理解をいただきたいと思います。 

 それで申し上げますと、デイサービスにおきましては１３３人の方が、デイケアサー

ビスにおきましては１０３人の方に対しまして影響が、９月分として利用されてますの

で影響が出てくるというように思っております。その影響額につきましては、１人当た

りの利用されます平均回数で見ますと、デイサービスでは１カ月当たりお１人１２回利

用をされまして約４，６００円、デイケアサービスでは１カ月お１人９回利用されまし

て約３，５００円の利用者負担というものが新たに発生しているのではないかと考えら 

れます。 

 町内の主要な居宅介護支援事業所とか通所介護事業所等に制度が改正をされました前

後の影響についてということでちょっとお聞かせをさせていただきました。利用者の方
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につきましては、食費の負担増につきましては、施設側のそういう説明等も十分にして

いただくということで申し上げておりました。理解をしていただいているということで、

特に今まで利用されている方が利用を控えているといったような影響は出ていないとい

うことでございました。そういうことから考えますと、低所得者の方への影響も今のと

ころ少ないのではないかというように考えております。 

 制度改正後の１０月分のデータというのが手元にないところから、９月分のデータを

もとにしての想定出来ることでのお答えということでさせていただいたということで、

ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） まだ十分数が押さえられてないということなんですが、私自 

身もそういう心配をしている中で、色々全国的な取り組みを調査しますと、自治体がこ

のデイサービス、デイケア、こういったものに、制度の中での補足給付はないけれども、

自治体が単独で補足給付的な措置をとっているところというのがたくさん出てきており

ます。東京なんかでしたら、各区で、斑鳩町なんかと比べましたら全然数が違うと思う

んですよね、その対象になられるサービス利用者の数がね。それでも６００万、７００

万という補正予算で東京の各区当たりでもこういうのをやっておられるんです、補足給

付にかわるものを、軽減措置をね。 

 斑鳩町の人数であれば、斑鳩町がするとするならば、どの程度の費用があれば出来る

のか。その利用者の動向を見る中で、本当に高齢者の方が、特に単身世帯、高齢者のみ

の世帯、こういった方々が外へ出られることというのは大事なことですし、在宅介護を

重視するのなら、非常にデイサービス、デイケアというのは重要な部分であるというふ

うに考えますので、今後ぜひ研究をしていただきたい。動向を見て研究をしていただき

たいということをご提案させていただいておきます。 

 それでは、続きまして４番目、町費講師採用の考え方についてお尋ねをさせていただ

きます。 

 この問題につきましては、私は非常に斑鳩町がこれまで町費講師の採用についてやっ

ていただいていることについて評価をさせていただいております。財政状況によるとい

うようなことで、以前より講師の数が減ってきているという現実もあるわけなんですけ

れども、本来なら少人数指導の計画の指針を示している県がもっと人員配置をしていた

だくならば、町は無理にこういった町費講師を採用しなくても済むのではないかという
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ふうには考えているところです。ですから、県の計画倒れのおかげで、わずかな配置し

かされてないという状況の中で斑鳩町が努力をせざるを得ないというような状況になっ

ているということは、私は理解をしているつもりですけれども、ただこれまで斑鳩町の

教育現場で高齢化してきている教職員をサポートをして頑張っていただいた若い講師の

先生方のこれまでの功績というものを、私は非常に高く評価しておりますし、子どもさ

んや保護者からも非常に高い評価をいただいてきた、かなりの効果があった、活気を生

み出してきている、そういうふうに認識をしてきております。 

 そのことも踏まえまして、私は、色々な状況を見る中で、ぜひとも来年度の予算編成

におかれても、この町費講師の採用については、斑鳩町の子どもたちのために教育委員

会としては、やはり頑張ってやっていっていただかないといけないというふうに考えて

いるところですが、これについて教育委員会の方ではどのように考えておられるのか、

来年度の予算編成の時期でもありますので、お聞きしておきたいというふうに思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 来年度予算に向けて学校への講師配置についての考え方という 

ことでございますが、今、来年度予算の積み上げをいたしておりますところでございま

すので、具体的な数字は今のところ申し上げるところには至っておりませんので、職員

配置の考え方についてご報告申し上げまして答弁とさせていただきたいというふうに考

えております。 

 まず、幼稚園でございますが、入園予定者がまだ４月までございまして、この時期非

常に出入りが、入退園が多くございます。そうしたことで、確定する人数が２月の中ご

ろになるのではないかというふうに思っています。そうしたことから、今日までも、幼

稚園の配置につきましては一定の基準を持ちまして学級編制を行っておりますので、そ 

れに従って適切に配置をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 それから、小中学校につきましても、これも教員の配置につきましては、いつも申し

上げておりますように、県が定めます配置計画基準がございます。それに基づきまして

学級数に応じて配置をされるわけでございます。特に、中学校につきましては教科指導

ということになっておりますので、教科による教員の配置が適切に行われますように、

これからの人事等につきまして注意をしてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

 そして、ほかに、今日までも障害児教育の充実を図りますために、幼稚園等につきま
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しては、個別指導の必要な場合に限って講師の配置をしたいというふうに考えておりま

す。また、小学校におきましても、障害児教育の充実を図りますための対応をしながら、

個別支援をいたしまして、障害を持つ児童生徒が他の児童生徒と一緒に学ぶ機会の拡充

を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。よろしくお願いしま

す。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） まだ数の方については言えないということで考え方を示して 

いただきました。特に、中学校の場合の教科指導ということもおっしゃっていただいた

わけなんですが、私、保護者の方から非常に、今、たくさんの要望をお聞きしている件

があるんです。それは、斑鳩中学校の体育教科ですね。５０代の男性の先生が３人いら

っしゃるという状況の中で、先生がどうのこうのということよりも、これまで、昨年ま

で長い期間斑鳩町には女性の体育の先生斑中にも１人いらっしゃったんですよ。昨年な

んかは町費講師で１人体育の女性の先生置いていただいてたと思うんですけどね、やは

り思春期の子どもさんたち、特に女子生徒には、保健体育という教科の性格上、やっぱ

りこれまでのように１人は女性の先生を配置するということ、これ保護者や生徒さんた

ちからものすごく私も要望されているんです。教育委員会にも要望をしたということは

お聞きしているんですけれどもね、私は望ましいというふうに考えてます。長い期間女

性の教師がおられたことというのは、効果は非常にあったと思いますし、教育環境の整

備を図る中では重要なポイントだというふうに私は考えておりますので、ぜひともそう

いったところを重視をしていただきたいということを要望させていただきます。 

 ５分前のブザーが鳴っておりますので、５点目の方に移らせていただきたいと思いま

す。５点目には、子どもたちの体力低下についてということで書かせていただきました。 

 総合学習が入ってきまして、教科指導なんかも減ってきたとは思うんです。我々が子

どものころから比べまして、色々な生活環境変わってはきてます。けれどもね、私、最

近ずっと体力テストとかスポーツテスト、こういったものをやってる状況を見させてい

ただいているわけなんですけれども、非常に数値がどんどん悪くなってきてるんですよ

ね。５０メートル走なんていうたら、小学校の男女でも軒並み最悪になって、走るのが

遅うなってるわけですよね、体格がようなって足も長なっているんですけどね。 

 そんな状況がある中で、以前から私小学校の体育の指導なんかについても教育委員会

に色々申し上げてきた経過もあると思うんですが、特に斑鳩中学校なんかの体育祭、私、
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体育祭は保育所から幼稚園全部見させてもらってますが、ここ３年ですかね、中学校で

も組み立て体操もなくなってきてると、体育祭の中でね。本当にこれどうなんだろう、

それでいいのだろうか、私は非常にこういった問題についても強い懸念を感じていると

ころなんですが、これらにつきまして教育委員会としては、何か現在よりさらに進んだ

取り組みというようなことなんかも考えておられるのかどうか、こういった現状を踏ま

えてお聞きしておきたいなというふうに思っております。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今、議員おっしゃっていただいているように、確かに子どもた 

ちの体力低下というのは、今、色々なところで言われているところでございます。奈良

県におきましても、そうした傾向が顕著に出ているということでございます。昭和６０

年から平成１３年度まで、これについては、今も申し上げましたように、低下傾向が続

いてきておりまして、ここ数年定常状態にあるんではないかなというふうに思っていま 

す。 

 体力低下の原因についてでございますが、まず子どもの生活環境が大きく変わってき

ているんではないかというふうに考えております。例えば、今の子どもたちは余り歩か

ないというようなことがございます。生まれますと、やっぱり車社会でございますから、

どこに行くにも親の自動車に乗せられていくと、行動すると、そして長い距離を歩くこ

とが経験がないというようなことがあるというふうに思っています。そうした家庭での

生活環境が大きく変わってきつつあるということが１つ。 

 それから、体を動かす機会が非常に少なくなったということが挙げられるんではない

かなというふうに思います。それは、やっぱり親の意識にもあるというふうに思います。

例えば、危険が伴う遊びについてはさせないとか、あるいは汚れることについてはそう

いう遊びを嫌う傾向がございますし、それから小学生になっても習い事、あるいはテレ

ビゲーム等々の普及によりまして、住宅地内での子どもの手軽な遊び場所がないという

こと。そして、子どもが減ってきて遊ぶ仲間がいない、そうしたことが、時間、空間、

子どもの減少によりまして、子どもたちは室内に閉じこもりがちになってきているんで

はないかなというふうに考えています。 

 斑鳩町では、子どもたちの体力低下に歯止めをかけますために、幼稚園では、外遊び

を推進をいたしております。また、遊びの中で出来るだけ体を動かす活動を取り入れて

おりまして、それぞれの幼稚園の活動をさせていただいております。また、小学校では、
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休み時間の外遊びの奨励をやったり、あるいは耐寒マラソンの実施、クラブ活動の充実

等々実施しているわけでございます。 

 体力テストの結果でございますが、これは斑鳩西小学校と斑鳩南中学校の方で県の体

力テストの調査対象になっているわけでございますが、それの結果を見ますと、１５年

から１７年、これは年によって、あるいは男女によっても、学年によっても、その年、

年で変更はあるわけでございますが、１５年から１７年度の３カ年の平均をいたします

と、小学校の男子では１６項目中１１項目がやっぱり県の平均よりも越えているという

こと、それから同じ小学校の女子では、１６項目中すべての項目で県の平均を越えてい

ると、中学校でも１５項目中１２項目が、あるいは女子の１５項目中１２項目がやっぱ

り県の平均を越えていると、こういう結果が出ております。 

 こういったことから、学校の体育の授業、あるいは社会体育の方でもそうした子ども

たちの体力づくりに努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 時間が参りましたので、これで私の一般質問を終わらせてい 

ただきます。 

○議長（中西和夫君） 以上で、１４番、里川議員の一般質問は終わりました。 

続いて、１３番、木澤議員の一般質問をお受けいたします。１３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、一般質問にまず先立ちまして、先日の住民の方から 

ぜひ議会の中で一言述べてほしいと、今後の町政運営に対してのご意見をいただきまし

たので、この場をおかりして申し上げたいと思います。 

 今回、小城町長は６期目の再選を果たされましたが、その後の決意表明の中で、ご自

分の責任の重大さを語っておられたように思います。今、地方分権や情報公開が進み、

住民参加の行政運営が進められる中、町長の責任の中でも特に住民に対する説明責任が

強く求められていますが、これまでの町政の中でその説明責任が十分に果たせていなか

ったというところがあるのではないでしょうか。 

 今回の選挙結果を見ますと、投票結果の比率では、５５対４５という結果が出ました。

その４５に投票された方たちがどんな思いを込めて投票したのか、町長はそのことを十

分に理解をして、今後住民に対し説明責任を果たしていただきたい。 

 また、私たち議員に対しても、議会の中では当たり前になっているようなことでも、

住民にとってはわかりにくいので、よりわかりやすい形で議会の内容を住民に知らして
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ほしいというご意見をいただきました。財政難の中、単独町制を選んだ斑鳩町が今後ど

のような運営をしていくのか、行政や議会に対し今住民の皆さんも高い関心を持ってお

り、そのことをしっかり理解して、これまで以上に住民参加のまちづくりを進めるため、 

私も議員としての自分の役割を再確認し、決意を新たに質問に臨みたいと思います。 

 それでは、通告書に従いまして私の一般質問を行わせていただきます。 

 まず、補助金制度についてですが、今、全国的に各自治体で財政健全化の取り組みが

されており、その１つとして自治体が交付している補助金の見直しが行われています。

さらには、より住民参加、住民が主体の行政運営の形、これが模索される中、各自治体

で先進的な施策が行われており、斑鳩町でも住民からそうした取り組みが求められてい

ます。以前から私も、住民の方から、町内でボランティア意識の高い人が、例えば実質

交通費の支給だけで、高齢者や障害者の方たちのかわりに買い物に行くなど、積極的に

ボランティアに参加出来る取り組みを進めてほしい、こういった要望をいただいており、

どういった形で実現できるのかなと、今でも模索をしているところです。 

 先日の臨時議会で町長の施政方針演説がありましたが、その中に、公募型補助金制度

を創設する、こういった考え方が示されておりました。この公募型補助金制度について、

それがどういったものなのかをお考えなのか、制度創設の必要性と制度のあり方につい

て町の見解をお聞かせください。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 公募型補助金制度創設の必要性と制度のあり方についての町 

の見解を問うというご質問でございますが、阪神淡路大震災以降のボランティア意識の

高まりや、非営利市民活動団体が法人格を取得することを可能にしたＮＰＯ法の施行を

きっかけといたしまして、市民活動に対する認識が急速に広まっております。また、社

会意識に関する世論調査、これは２００４年１月に内閣府が行ったものでございますが、

その中では、約６０％の人が社会の一員として何か社会のために役に立ちたいと考えて

おられるところでございます。 

 これらを背景といたしまして、今後本町におきましても、環境や防犯、子育てなど

様々な分野で自主的な住民活動がますます活発になってくるであろうと予測していると

ころでございます。そして、これらの住民活動は、複雑多様化する住民ニーズに対しま

して、その先駆性や創造性、機動性を生かして、行政サービスの一翼を担っていただけ

るものと考えております。 
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 そうしたことから、これらの活動を支援する方策の一つとして、支援する分野をあら

かじめ定めまして、その中から住民の皆様の企画提案を募っていける公募型補助金制度

などの新たな支援策の導入を図ってまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） その施政方針演説の中にも、平成１８年度、２００６年度から 

検討ということなので、具体的なことについては今後のことになると思いますが、今お

っしゃいましたように、現在町内でもＮＰＯの団体として既に活動されている方たちも

おり、そうした制度の創設、これは私も大いに進めていただきたいというふうに考えて

おります。また、社会のために役立ちたい、そういった方がどんどんと町行政に力をか

していただく、そうすることによって住民参加のまちづくりというのが進んでいくので

はないかと考えております。この公募型補助金制度につきましては、町としてもぜひ力

を入れて取り組んでいただきたい。 

 また、答弁いただきましたように、住民ニーズというのは、本当に複雑かつ多様化し

てきているというふうに感じております。こちらの方からその補助金の対象になるもの

を提案して、その補助をしていくという形を考えておられるようですが、その住民ニー

ズというのがどういうものなのか、しっかりと住民の声を聞いて、十分それに対応出来

る形で施策の創設をお願いをしておきたいというふうに思います。 

 それでは、２つ目に、現在、財政健全化検討住民会議の方でも削減の方向で検討をい

ただいております補助金についてですが、そうした検討していただいている補助金の動 

きとの関連についてはどのようにお考えになっているか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 現在、削減を検討いたしております団体運営補助金について 

でございますが、財政健全化検討住民会議の中間報告では、一律２０％カットのご提言

をいただいているところでございます。各団体の皆様には、本町の財政状況や将来見通

し、財政健全化に向けた取り組みについて十分ご説明申し上げ、ご理解とご協力をお願

い申し上げまして、平成１８年度では、各団体に補助金１０％カットをお願いしてまい

りたいと考えております。 

 補助金の交付につきましては、行政全般にわたり補完的な役割を担ったり、あるいは

住民活動の活性化を通じて町勢の発展に寄与しており、町の施策を展開する中で重要な

役割を担ってまいりましたが、補助の長期化による既得権化や交付団体の自立の阻害な
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どの弊害も見受けられることも事実でございます。 

 そうしたことから、平成１９年度以降につきましては、住民と行政の協働を前提とい

たしまして、住民意識の高揚と行政の意識改革の中で、公平性、透明性、公益性が確保

され、住民の利益に役立つような活動を支援する枠組みとして補助金の見直しをしたい

と考えておりまして、そうした中で補助金の総額を１０％削減してまいりたいと考えて

おります。 

 厳しい財政状況の中で、歳出の削減は避けて通れない状況でございますが、先ほど申

し上げました公募型補助金制度など新たな補助金を見出すことで、本町のさらなる活性

化につなげてまいりたいと考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 現在、団体の方に出している補助金との関係ですね、それもあ 

わせて見直していただくという視点を盛り込んでいただいて、公募型の補助金制度につ

いても検討をいただいているということですんで、今後についても、財政健全化検討住

民会議の方の動きとあわせて十分検討をしていっていただきたいというふうに思います。 

 それで、新しい制度であります公募型補助金制度については、検討するのに今後どう

いったところで検討をしていこうと考えておられるのか、その点についてお聞きします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 具体的な検討についてどんな形で進めていくのかというご質 

問でございますが、まずは既に支援策を導入されている先進地等の事例を研究してまい

りたいと考えております。そうした中で本町における支援策を検討してまいりたいとい

うことでございます。そして、一定の方向が整いましたならば、担当常任委員会にもご

説明、ご相談を申し上げながら支援策の創設を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 担当の常任委員会等にも相談していただいて進めていただくと 

いうことですんで、今後、私の方も所属をしております総務常任委員会の方で、引き続

きこの制度についての動向を見守っていきたいというふうに思います。 

 また、先進地の取り組みも研究していただくということですけれども、既にそういっ

た形で施策を取り入れているところでは、企画、提案型の補助金制度への移行をされて

いる自治体もあり、補助金制度全体を大きく変化させているところもあります。どうい

った形のシステムが求められているのか、今後総務常任委員会とも相談しながら、より 
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よい制度の実現をお願いいたしまして、次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 次に、学校給食の民間委託についてですが、先日の総務委員会にも一定の説明等して

いただいたところでありますが、この学校給食の一部民間委託につきましては、県下の

自治体で既に委託を行っているところもあり、その後の経過について、よい面も悪い面

もあるということを聞いておりまして、その点について非常に心配されることも多いこ

とから、今回一般質問として取り上げさせていただきました。 

 では、まず、民間委託の必要性と教育の一環としての位置づけについて町はどのよう

にお考えになっているのか、見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 給食業務の民間委託の必要性についてということでございます 

が、まず斑鳩町の学校給食の運営につきましては、現在、正職員１２名、臨時職員１１

名の体制で自校方式で各学校におきまして実施いたしております。 

 そうした中で、平成１７年度末で３名の退職予定がございまして、現在のままで、臨

時職員数が正職員を上回る体制で給食の調理業務を行っていくことになります。また、

そのほかにも、定年を控えた調理職員も多く、このままの状況で退職職員を臨時職員で

賄っていきますと、一部の正職員に大きな責任や負担がかかってくることになってまい

ります。さらに、退職によります補充の採用を行わないために臨時職員の人数が増加す

ることに伴いまして、臨時職員の確保が大変難しい状況になってくるというふうに考え

ております。そうした中で、より安定した人員を確保するためにも、平成１９年度から、

学校給食の調理、あるいは洗浄業務を民間に委託いたしまして実施してまいりたいとい

うふうに考えているところでございます。 

 それから、給食の教育の一環としての位置付けでございますが、学校給食法の第２条

に示されておりますように、学校給食の目標につきましては、１つに、日常生活におけ

る給食について正しい理解と望ましい習慣を養うこと、２つ目に、学校生活を生かした、

学校生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと、３つ目に、食生活の合理化、栄養の改

善及び健康の増進を図ること、４つ目に、食糧の生産、配分及び消費について、正しい

理解に導くことが挙げられています。斑鳩町におきましても、これらの目標の達成を目

指しまして、教育の一環として給食を実施しているところでございます。 

 これらの給食に係ります指導等については、従来どおり、学校の教職員や学校栄養職

員により行われるものでございまして、調理、洗浄、清掃部分を委託することによりま



２－29 

して、そうした給食に影響の出るものではないというふうに考えております。 

 一方、栄養面につきましても、学校給食の基本となります献立につきましては、従来

どおり学校栄養職員が栄養量を考えまして作成をいたしますし、食材につきましても、

今日までやっておりますように、学校栄養職員が献立に基づきまして、安全で良質なも

のを選びまして、食材を選びまして発注いたしますので、委託によりまして冷凍食品や

とか、あるいは加工食品がふえるということもないというふうに考えております。 

 したがいまして、学校給食調理・洗浄業務の民間委託は、教育の一環としての学校給

食にも影響がないものというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） この民間委託によって、１つには、サービスの向上や低コスト 

化、こういったことを図っていくという考え方もあるのかなというふうに思っているの

ですが、この点につきましては、営利のみの追求になってしまわないようにしてほしい

というふうにお願いをしておきたいと思います。 

 また、先日いただいたこの「斑鳩町の学校給食について」というパンフレットがあり

ましたが、その中に、「調理員と児童生徒の心のふれあいは、委託しても大切にしてい

きます」というふうに書かれた一文があったんですが、給食調理員さんがこれまで築い

てきた心のふれあいというのは、今この時代の中では非常に大切なものになっているの

ではないかというふうに思います。これまで町行政としても、磁器食器を使ったりラン

チルームをつくったりして、学校給食には特に力を入れてこられた。また、自校方式は

守るとおっしゃっていただいておりますが、そうした力を入れてきて行政を含めて地域

ぐるみで子どもたちを見守り、そうした目でもって斑鳩町は子どもたちを育ててきた。

このことで斑鳩町の子どもたちが真っ直ぐ育ってくれている一番の要因であるというふ

うに思っています。また、ほかの町村からも、斑鳩町のような学校給食を目指そうと、

近隣の中でもお手本のような存在として見られてきたのが斑鳩町の学校給食じゃないか

というふうに思っています。それが、今回民間委託をするということを聞いてびっくり

していると同時に、非常に残念だという声も他の町村で、学校給食に携わっている方か

らもそういう声をお聞きしております。 

 そうしたことから、町の方で臨時職員として来ていただいている臨時職員さん、定職

員さんも含めてですけれども、町の方で町の職員として働いているそういう学校職員さ

ん、栄養職員さんも含めてそうですけれども、そういった方との心のふれあいというの
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は、委託した後はどういうふうにして守られていくのか、その点についてお聞きしたい

と思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 調理従業員と、それから児童生徒の心のふれあいということを 

どう守っていくのかということでございますが、調理員と児童生徒との心のふれあいに

つきましては、現在も行っておりますし、委託いたしましてもそうしたことについては

大切にしていきたいというふうに考えております。児童と生徒の心のふれあいを図るよ

うに、受託業者にそうしたご指導を徹底してやっていきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 確かに、町の方としてそういう指導を業者の方にはしていただ 

くようなことは聞いておりますが、他の自治体の方で既に取り組んでいるところでお聞

きすることでは、来られる調理員さんが毎日違うと、そういった状況もあり、指導の徹

底がなかなか出来ない、そういう声も聞いておりますが、その点については町はどのよ

うにお考えでしょうか。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） この受託業者が決まる、あるいは入札の条項、条件というよう 

なことにもなってくるかと思うんですが、私はやはり同じ人が毎日来ていただけるよう

な方向で受託業者の契約をする考えでございます。ただ、病気とか一時的に交代という

ことはあり得るわけでございますが、今おっしゃっているように、日替わりのように従

業員がかわるということには私は考えておりません。そういうことはしたくないという

ふうに思っております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） なるべく同じ人が、やはり斑鳩町のことを理解して子どもたち 

に食事をつくっていただきたいというふうに思いますので、そのことにつきましても契

約の時に、しっかりとそういった内容で契約が出来るよう、事前に整理等お願いをして

おきたいと思います。 

 次に、民間委託の導入に当たっては、町としても関係者から意見を聞いて、そして検

討をしていただいているというふうにお聞きをしておりますが、保護者や教員、また現

場で働く給食調理員、栄養職員の声の反映について、これについては、そういった方た
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ちにどういった聞き方をしているのか、またそして聞いてどういった答えが返ってきて

いるのか、その点についてお聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 委託に際しましての保護者、あるいは先生方の意見ということ 

でございますが、今年の１０月に斑鳩町のＰＴＡ連絡協議会との懇談会をいたしました。

また、斑鳩町の学校給食運営委員会で説明もさせていただいているわけでございますが、

そうした中でいただいた意見につきましてご報告申し上げたいと思います。 

 保護者の方からは、委託に際しましては、やはり衛生管理等について業者のレベルア

ップに努めてほしいと、こういうご意見でございます。これは、私たちどうしても、や

はり日々の衛生管理を十分徹底いたしまして、食中毒のない、安全で安心な給食を提供

するということには考えておりますし、現在もそのように進めているところでございま

す。 

 それから、アレルギー除去食を委託になっても実施してもらいたい、こういうご要望

もございました。これにつきましても、現在も行っておりますので、そうしたことにつ

いては、受託業者にそういうものを徹底させていただいて、栄養士からの調理、あるい

は食材についての指導をしていきたいというふうに考えております。 

 それから、学校の職員及び学校栄養職員からのご意見ということでございますが、こ

ういった民間委託に対しましては、若干の内容を契約書に記載してほしいという点もご

ざいました。その内容につきましては、例えばごみ袋のごみ投入量などの書類、あるい

は書類につきましては受託業者で記載してほしいと、こういうようなこと。それから、

毎年小学校でやっております卒業バイキングを継続するなどの意見がございますし、ま

た斑鳩町独自の業務もございますので、学校給食の円滑な運営につなげていきたいとい

うふうに考えておりますし、それぞれの役割分担を再度確認いたしまして、適切に業務

を行ってまいりたいというふうに考えております。 

 給食の調理員につきましては、学校給食の調理・洗浄業務の民間委託は、調理員の退

職数にあわせまして順次実施する考えでございます。職場状況の改善につながるものと

いうふうに考えております。なお、平成１９年度に民間委託を実施をしない学校につき

ましては、正職員と臨時職員によります従来どおりの方法で学校給食の運営を行ってま

いりたいと、このように思ってます。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 
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○１３番（木澤正男君） またそうした方たちの意見を反映していただけるということな 

ので、これまで斑鳩町が行ってきた取り組み、また安全性、安全面の確認等が後退する

ことのないように十分に意見を反映していただきたいというふうに思いますが、あと、

関係者以外ということで、実際に食べている子どもたちの意見というのは、どういう形 

でくみ取ってどう反映させていこうと考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 子どもたちや保護者の意見ということでございますが、受託業 

者の委託業務の一環といたしまして、給食の味、あるいは質の調査につきましては、受

託側の従業員も含めましてそうした実施状況を調査すると、あるいは検討するというよ

うな機会を設けていきたいと思いますし、あるいは保護者と学校、あるいは教育委員会、

あるいは受託会社との懇談会を開催することも検討をいたしております。そうした懇談

会等で、学校、保護者等々の意見を十分聞いてまいりまして、改善すべきところはその

都度改善を図っていきたいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） すみません、私ちょっと今一定聞き逃した点もあったんですけ 

れども、懇談会等で意見を反映していただけるということですが、あわせて質問もさせ

ていただきたいと思うんですが、委員会でも私の意見として言わせていただいた部分で、

保護者の方全員にアンケートをとっていただくという考えについては、その考えはその

時にはないというふうにおっしゃっておられましたが、今の段階についてはいかがでし

ょう。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） この件につきましては、前回の委員会でもご答弁申し上げまし 

たように、アンケートの考えは今持っておりません。ただ、その時申し上げましたよう

に、各学校のＰＴＡの役員の皆さん方にお話をさせていただいておりますので、各ＰＴ

Ａの方から各学校で説明のご要望がありましたら、私の方からその学校に参りまして説

明をさせていただくということについては、以前も申し上げましたとおりでございます

ので、そのように実施したいというふうに考えています。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今回、試験的に民間委託をまず１校、もしくは２校等でされて 

いくということですが、最初の段階でアンケートはとらない、今後説明には赴くという
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ことですが、途中の段階、実際に委託をして何年かたった時点で以前の委託する前と比

べてどうであったのかということを再検討する体制も必要だというふうに考えます。業

者が悪ければ、その時点で解約をして新たな業者と契約を結ぶということは出来ますが、

ある程度の期間、何年かして、委託前と委託後で変化があるのかどうか、そういった検

討の際に、子どもたちにアンケートをしたり保護者にアンケートをしたりして、一度見

直しをするという視点も必要だというふうに考えますが、その点についてはいかがでし

ょうか。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今、ご心配いただいておりますことにつきましては、通常の事 

務事業でも同じでございますが、その状況と時代のニーズに対応いたしまして見直しを

してまいりたいと考えております。そして、改善を図るべきと考える場合、それは即座

に改善を図っていきたいというふうに思っていますし、委託業務につきましても、同様

にその都度その都度検討を加えながら、改善すべきところについては改善をしてまいり

たいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 一定の期間がたった段階で検討をしていただいて、また担当常 

任委員会等にもそういった相談をしていただきたいというふうにお願いをしておきたい

と思います。 

 次に、契約業者に対する指導についてということですが、既に民間委託を導入してい

るところからお聞きをすると、業者との話し合い、指導といったところで様々な問題が

起こっているということで、この点について一番心配がされるんですけれども、主な点

についてお尋ねをしておきたいと思います。 

 先ほど、保護者の方から、アレルギー除去食等に対応していただきたいという声を聞

いて、それも反映するというお答えをいただいておりますけれども、これまで栄養職員

さんや給食調理員さんが、児童一人ひとりに対してそうした配慮を行ってきていただい

ているというふうに思います。それが、先ほどのアレルギー除去食、またアトピーの方

に対する調理だと、細かい配慮をしていただいているというふうに思うんですけれども、

そうしたことの徹底というのが出来るのかどうか。この点について非常に心配がされる

んですけれども、こういったところは契約の段階でそういったことを盛り込んでいただ

けるのか、またそうした契約には誰が目を通すようになっているのか、その点について
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お聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 受託会社に対します指導についてのご質問でございますけれど 

も、受託会社への主な指導事項を説明させていただきますと、まず調理業務につきまし

ては、学校栄養職員が受託会社調理員に、献立、あるいは調理方法、作業工程の説明を

行いまして、受託会社調理員が献立表どおりに調理をすると、こういう手順でございま

す。 

 また、洗浄業務につきましては、使用した食器等を洗浄いたしまして、斑鳩町のごみ

の分け方、出し方に従いまして分別をし、排出していただくということでございます。

その作業後直ちに給食室内の清掃を行うことといたしまして、衛生管理につきましては、

厚生労働省作成の大量調理施設衛生管理マニュアル及び文部科学省作成の学校給食衛生

管理の基準に従いまして、確実に衛生管理を行うことを義務づけてまいりたいというふ

うに考えております。 

 特に、安全と衛生につきましては、町の教育委員会、あるいは学校、受託会社が一体

となって、管理体制の充実に細心の注意を払いますと共に、受託会社に対しましても、

食材の管理、食器の洗浄あるいは消毒、施設の清掃等についても厳しく指導をしていき

たいというふうに考えているところでございます。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） そうした細かいところの指導徹底ということで契約を結んでい 

ただいて、そうしたことを行っていくわけですけれども、例えば栄養職員さんがその業

者に対して指導する時に、細かいところの指導をしようと思うと、どうしても個別に行

っているその現場で調理員さんに対して指導を行っていかなければいけないというふう

になってくると思うんですが、そうした際に、他の自治体でトラブルがあったと。職業

安定法の４４条というところで、直接業者じゃないところから、例えば町の栄養職員さ

んがそうした直接指導を行ってはいけないという法律があるということで、その指導が

出来なかったという例があるというふうに聞いておりますが、町としてはその法律の解

釈というのをどのように考えておられるのか、お聞きをしておきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 職業安定法第４４条の解釈ということでございますが、この条 

例によりますと、給食調理、あるいは洗浄業務を民間に請負契約により委託した場合、
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学校栄養職員が委託後、給食室に立ち入り、それぞれの調理従業者に直接指導を行うこ

とは出来ないということでございます。しかしながら、検査という形で給食室に立ち入

ることは、契約上定めがあれば問題がないというふうに言われています。そうした契約

の中にそういう条項を１項設けておきまして、検査の中で指導すべき点があれば、受託

会社の責任者、必ず責任者がいるわけでございますが、その責任者にその旨を伝えて、

責任者からその内容を各従業員に伝達する形によりまして指導を行っていくというふう

にしてまいりたいというふうに考えております。そうすることによって法律に抵触する

ことはないというふうに理解をいたしております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） そうした形で、やはり事前に対応出来るものは契約の段階から 

盛り込んでいただき、やはり衛生面等の心配もされていることから、そうした指導も出

来るように体制を整えていただきたいというふうにお願いをしておきます。 

 また、契約の内容ですね、これにつきましては、やはりその内容を示して業者等今後

入札をしていくのか、そういうことになっていくというふうに思うんですけれども、そ

の契約内容を示したものというのは、事前に所属の委員会等に相談していただけるのか

どうか、お聞きをしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 契約の内容ということでございますが、これは業務内容等、あ 

るいは委託します条件等を記載した仕様書をまず作成いたしまして、その仕様書をもと

にして入札をしていくわけでございますが、その仕様書の作成に当たりましては、やっ

ぱり今まで申し上げておりますように、保護者の皆さん方から、あるいは学校の教職員

からいただいた意見等々を留意しながら、その仕様書の中に定めていきたいというふう

に考えております。そうしたことを踏まえて契約をさせていただきたいというふうに考

えております。 

 また、この給食業務の委託につきましては、その都度その都度また総務委員会で、担 

当委員会でご報告させていただきながら進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 事前に契約を結ぶ前に担当常任委員会の方に諮っていただける 

という答弁をいただきましたので、そのようにお願いをしておきたいと思います。 

 あと、給食運営委員会と斑鳩町内の学校給食については、その運営委員会で随時給食
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の内容等について色々意見を交わしていただき検討を図っていただいているというふう

に思いますが、そうした日常的な細かい管理体制と、あと給食運営委員会での色んな意

見の反映について、業者の方にも直接そうした意見が反映される方がよいと考えるので

すが、例えば給食運営委員会から求められた際には、そういった業者がそこに赴いて直

接意見を聞くということが出来るのかどうか、またそうした体制をとってほしいという

ふうに考えますが、いかがでしょう。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） こういったことについては、先ほども申し上げましたように、 

やっぱり懇談会的なものも設置していく必要があるだろうというふうに考えております。

そうした中で、給食運営委員会というものにも反映するかどうか、これはまた給食運営

委員会の内容にも、趣旨にもよりますので、そうしたことも十分検討をしながら対応を

していくということで考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 私も少し打ち合わせの段階でお聞きをした時には、その委員に 

なるのは難しいんじゃないかということはおっしゃってましたけども、意見を聞く等の

出席等は出来るようなことも考えておられたようなので、ぜひそういうことが出来るよ

うに給食委員会等にも話をしていただきたいというふうにお願いをしておきます。 

 今回の学校給食の一部民間委託については、町行政として委託をしていく方向で示さ

れていますが、議会の議決を必要としない、そういったものでありますだけに、やはり

要所要所でよく所管の委員会とも相談をして進めていっていただくよう、最後に重ねて

要望して次の質問に移らせていただきたいと思います。 

 それでは、次に人事評価制度についてお尋ねをしたいと思います。 

 これにつきましても、先日の臨時議会において、町の施政方針の中で、第７の視点、

行政改革と住民参加として人事評価制度を導入したいという意向を示されておりますが、

以前に人事院勧告が出された際にも、給与構造の改革ということで基本的な考え方が示

されていました。また、斑鳩町としても現在、直接給与には結びついておりませんが、

既に人事評価制度を取り入れており、そうした関係から、現段階においてどういった形

でこの新たに人事評価制度の導入を行おうとしているのか、町の見解をお聞きします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 人事評価制度導入に当たりましての斑鳩町の実情、基本的な 
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考え、課題、問題点等、また今後の取り組みについてのご質問でございます。 

 当町におきましては、職員の職務業績を客観的かつ継続的に把握することによりまし

て、職員の能力開発や指導育成、昇任選考等に反映させることを目的といたしまして、

平成９年４月から、斑鳩町職員勤務評定要綱に基づき、職員の勤務成績を評定し、公務

能率及び職員の資質の向上と公正な人事管理を行っているところでございます。 

 その評価につきましては、管理職によりまして、第１次評定、第２次評定の２段階の

複数評価で毎年上半期、下半期の２回実施しておるところでございます。その結果につ

きましては、昇任等の人事管理に利用しておりますが、現在、給与への直接な反映は行

っていないところでございます。 

 そういったことでございますが、民間企業では既に特別給、いわゆるボーナスでござ

いますが、その査定が広く取り入れられております。本年の人事院勧告におきましても、

公務員の人事管理全般について、時代の要請に的確に対応した改革を進めることは重要

な課題であることから、公務員の人事管理に関する報告もなされているところでござい

ます。 

 こうした社会情勢、実態等を背景といたしまして、当町におきましても、組織を活性

化し、職員一人ひとりの能力を最大限に活用していくには、職員が日々努力を重ね、達

成した業績を的確に評価し、給与に反映させていくことは必要不可欠であるという考え

から、そのシステム導入に向け検討しているところでございます。 

 当町におきましては、現在、先ほど申し上げましたように、こういう判定につきまし

ては昇任試験に利用しているだけでございまして、直接給与には反映させていないとい

うことから、職員には自分の評価に余り関心がなく、ないといいますか、低いのではな

いかと考えております。 

 しかしながら、一方では、評価する側につきましては、評価を行った結果、その評価

により職員の意欲を低下させていないかについて考えることもございます。 

 こうしたことから、今後の取り組みといたしましては、人事評価の給与への反映に当

たりましては、現行制度の運用改善を行うために、先進地の人事評価システムを調査研

究いたしまして、評価基準の制度をより高め、客観的で公平性や透明性が高いシステム

の構築に向けて進めてまいりたいと考えております。 

 また、あわせまして、そのシステムの導入に際しましては、職員や、また職員団体に

対しましてそのシステムの理解を得られるよう十分協議をも行っていくことが必要では
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ないかと考えております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 評価システムの導入ということですが、部長おっしゃっていた 

だいたように、職員さんの資質の向上という面では、大いにその向上を図っていただき

たいというふうには思うんですけれども、この評価システム自体が、民間でそういうふ

うに行われているからということでそれを取り入れる傾向が強いのではないかというふ

うに感じるんですが、民間というのはやはり公務員と違いまして、営利、利益を第一に

考え業務を行っているわけですが、やはり公務員というのは何を第一に仕事を行ってい

るのかといいますと、住民サービスの向上ということを第一に考えて行っているという

点から、評価制度について公務員にはなじまない点があるのではないかというふうに考

えますが、評価制度のメリット、デメリットについてどういったお考えをお持ちでしょ

うか。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 評価制度のメリット、デメリットでございますけども、メリ 

ットにつきましては、先ほど申し上げましたような、そういう職員にやる気を起こさせ

ると、そういったこと、また日々の努力に対するそういう評価に対してそれに報いると

いうことにつながっていくということからはメリットがあると思いますけども、デメリ

ットといたしましては、それをどう評価するのかというような、客観的に評価、そうい

ったものをどう評定していくのか、そういった面についてのやはり難しさがあるという

ことから、国においてもやはりそういった確立に向けて研究をしていくというようなこ

とで申されております。我々といたしましても、そういったことを見据えながら、先ほ

ど申しましたような、職員も、いわゆるされる側もする側もやはり納得出来るようなシ

ステムの構築に努めなきゃならないと思います。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） そうですね、やはり部長おっしゃいましたように、公正な点か 

ら評価をしなければいけないということですけども、その公正という点で、やはり各担

当課色々持っておられる仕事も違いまして、また住民さんに対する対応の仕方も違って

くるというふうに思うのですが、それを一定全員同じ基準で評価をしなければいけない、

そういったところにこの評価制度の難しさがあるというふうに思います。 

 また、そうしたことから数値としてあらわれてこない部分というのがやはりあるので
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はないか、またそうしたところも住民の皆さんからは評価をいただいている部分もある

というふうに考えますが、評価制度を取り入れることによって、その評価基準になって

いる部分にのみ執着をする、そうした競争型の傾向が職員さんの間の中で生まれてくる

んではないか。そうしたことが、悪い意味で競争を持ち込むことによって、住民から見

た町行政全体の基準が下がってしまうのではないかという心配をしております。 

 また、国の方の示している形としては、給与を引き下げるということを前提に置いた

制度改正ということが示されているように感じますが、斑鳩町として給料を引き下げる

ために導入をされるというふうに考えておられるのか、その点についてお聞きをしたい

と思います。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） この導入につきましても、あくまで住民サービスの向上に職 

員が切磋琢磨するということが第一の目的でございまして、その結果としてはやはりや

る気のある者とない者、それはおのずから若干の差をつける必要はあるだろうと考えて

おります。しかし、先ほど申し上げましたように、第一の目的はやはり住民サービスを

いかに向上させていくかということが目的でございまして、ただ単に給与を引き下げる

目的でやるわけではございません。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、公務員の方も人事院勧告がなされた際には、民間の給料と 

の格差ということで引き下げが行われておりますが、逆にまた春闘など民間の給料を決

める際にも、公務員の方が低いからということで、お互いが下げ合っている、お互いを

理由にして引き下げを行い、どんどん下がっていっているという傾向があるように思い

ます。今度の制度改正というのは、直接職員さんの給与に結びつく重要な問題でありま

すことから、職員団体等にも今後十分懇談、交流を図っていくというふうに部長おっし

ゃっていただいておりましたが、組合の方ともよく相談をしていただいて十分意見交換

を行っていただきたい。 

 さらには、公正な点で基準を設けるというのが、やはり非常に難しい。そういったと

ころから、国の方としても５年間の期間を設けて、その期間で十分に制度の整合性を図

っていくようにという方針ですから、斑鳩町としても余りあせって取り組まないように

お願いをしておきたい。組合との相談と、十分時間をかけて研究して行っていただくと

いうこの２点についてお願いをしておきたいと思いますが、答弁をいただきたいと思い
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ます。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 新しいシステムの導入につきましては、先ほど申し上げまし 

たように、国の動向、また先進地の事例等を十分検討し、そういったことを踏まえまし

て拙速にならないような制度の確立に向けて努力してまいりたい、そういった考えでご

ざいます。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、この質問については終わりまして、次の質問に移り 

たいと思います。 

 次、アスベスト問題についてということですが、９月議会の際にもアスベストの問題

について質問をさせていただきましたが、全国の状況を見ましても、その後アスベスト

による肺がんや中皮腫などの健康被害はさらに拡大をし続けており、日ごとに深刻さを

増しています。先日発表された人口動態調査では、昨年１年間の中皮腫による死亡者は、

統計を取り始めた１９９５年以来約２倍の９５３人にまで達しています。政府は、９月

２９日に開かれたアスベスト問題の関係閣僚会議において、労災補償の対象以外の一般

住民を含む被害者も隙間なく救済するためのアスベスト新法の概要、石綿による健康被

害の救済に関する基本的枠組みというのを発表しましたが、そうした国や、また県の動

向も踏まえまして、９月以降の状況についてお尋ねをしたいと思います。 

 ９月に質問させていただいた以降で、町の窓口への相談件数とその内容について、前

回の比較も含めて状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） ７月７日にアスベストによります健康被害につきまして、 

新聞報道がなされました。また、アスベストを使用しております事業所が当町にも存し

ておりましたことから、住民の方々に不安を与えない、また住民の方々の相談を受ける

総合窓口として環境対策課が対応をいたしております。それにつきましては、今質問者

も言われてますように、９月の一般質問でもお答えをさせていただいたところでござい

ます。 

 それから後の関係で、それ前とそれから後の比較をしてということでご質問をいただ

いておりますけれども、８月末までで３３件の相談がございました。その相談の主なも

のといたしましては、健康に関する相談と、住宅に関します相談、これはその中にアス
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ベストが使用されておるんではないかというようにご心配をなっての相談でございます。 

 それから、その後の９月から１１月末までの３カ月の関係で申し上げますと、相談件

数にいたしますと４件と、かなりの数の減少という形になっております。その４件の内

訳でございますけれども、健康に関します相談が２件と住宅に関します相談が２件とい

うことでございます。 

 なお、健康に関します相談の内容でございますけれども、元従業員の方からの相談が

１件、これは健康診断を受けたいんだけれどもどうしたらいいんだというご相談でござ

います。それと、竜田工業がアスベストを使用して製品をつくっておりました。それの

使用していた時期等をお聞きになってこられたのが１件。健康に関しますのがその２件

でございます。 

 住宅に関します相談につきましては、２件とも、自宅の建物にアスベストを含んだス

レート板が使用されているけれども、飛散のおそれはないのかというご相談の内容でご

ざいました。一応８月までの分と、それから後の分で、私どもの方にご相談をいただい

た件数と相談内容ということでございます。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 今、１１月末までで新たには４件ということで、その内容につ 

いても、健康のことと住宅のことということで答弁をいただきましたが、そうすると、

例えば廃棄物、アスベストを含む廃棄物をどうしたらいいかとか、あと労災認定等の相

談というのは来ていないということでよろしいんですか。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今のところ私どもで把握しております相談というのは、 

９月にもお答えをさせていただいたかとは思うんですけども、斑鳩高校での化学の実験

に使います時に生ずる分の１件だけであるということでございます。それと、私どもの

方にあるのは、労災認定の関係で、受けられるかどうかということのご相談であったか

というのは、ちょっと内容はあれなんですけど、保健センターの方に１件そういうご相

談があったようには聞いております。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） 保健センターの方に労災認定等の相談が１件あったということ 

ですが、私の方としましても、先日王寺町と合同でアスベストに対する報告会を行った

際に、そこに来ていただいた方から、今、中皮腫については労災認定は受けれるが胸膜
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症だと認定がされないのか、そういった相談もいただいた傾向がありまして、今後また

労災認定の相談についてはふえてくるというふうに思うんです。そうした際にも、町の

方に相談があった時には対応をしていただきたい、県とも連携を図って対応していただ

きたいというふうにお願いをしておきたいと思います。 

 また、今、国会の方でも法の制定に向けて色々な聞き取りを行っている状況でありま

すが、斑鳩町としてもそうした住民の方や、また被害者の方から色んな声を聞いて、ア

スベストが原因で被害を受けているすべての方が国によって補償されるよう、町として

も声を上げてそうした情報を国の方、県の方に提供をして、しっかりとした法制定が出

来るよう町の方としてもご尽力をいただきたいというふうにお願いをしておきたいと思

います。 

 それでは、次に、以前にも行っていただいておりました、今でもまだ結果が全部出て

ないとは思うんですが、竜田工業が行った健康診断の結果についてお聞きをしたいと思

います。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 竜田工業が実施をした健康診断の結果についてというこ 

とでございますけれども、１１月１８日にニチアス王寺工場、そして竜田工業が実施を

されました健康診断の中間発表ということで、奈良県の方で発表をされております。そ

の際の中間の報告ということで、１０月２６日現在の状況を発表をされておるんですけ

れども、私どもの方にも竜田工業の方からその状況の報告というものを受けております

ので、それらをもちましてお答えをさせていただきたいと思います。 

 まず、健康診断を申し込まれました人数でございますけれども、３５２名の方が申し

込みをされております。その中で、２９６名の方が１次検診を受診をされております。

申し込み者の３５２名と受診済みの２９６名で、５６名の方がまだ未受診という形にな

っておりますけれども、これは元従業員の方、もしくは近隣住民の方でおられた方が斑

鳩町を出ていかれまして、町外で地方に住んでおられる方がほとんどの方で、５６名に

なっております。この方々につきましては、こちらへ来て受診をしていただくというこ

とは、ちょっと無理なこともございますので、地元の、その住んでおられる近くの病院

でＸ線撮影を受けていただきまして、そのフィルムを竜田工業指定の、９月にもお答え

をさせていただいておりますけれども、２つの医療機関に指定をされております。その

指定されているところでその専門医が検診をするということになっております。その検
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診がまだ終了していないのか、それとも未受診、そのまままだ１次検診も受診をされて

おられないのかという状況は把握は出来ておりませんけれども、そういう方々につきま

して、未受診の扱いで５６名の方という形でさせていただいております。 

 １次検診を受診された２５２名の方で、結果が判明しておりますのが、９５名の方が

異常がないということでございます。そして、２次検診の方に回られているのが残りの

１５７名の方であるということでございます。その中で、新聞報道でご承知をいただい

ておりますように、ニチアスの王寺工場と竜田工業の合計の数で色々な数値が発表され

ておりますので、こういうことでご理解をいただいておきたいと思います。 

 そういうことで、竜田工業１社での２次検診結果を申し上げますと、特定の項目につ

きましてはお１人の方しかおられないというような状況もございますので、個人が特定

されるような状況にもなりかねませんので、２次検診までのこの数値でお答えをさせて

いただいたということで、ご理解とご了承をいただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） １３番、木澤議員。 

○１３番（木澤正男君） それでは、時間が参りましたので、これで私の質問を終わらせ 

ていただきます。 

○議長（中西和夫君） 以上で、１３番、木澤議員の一般質問は終わりました。 

 午前１１時２０分まで休憩いたします。 

         （午前１１時０３分 休憩） 

           （午前１１時２０分 再開） 

○議長（中西和夫君） 再開いたします。 

 次に、３番、飯髙議員の一般質問をお受けいたします。３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） これより通告書に基づきまして私の一般質問をさせていただきま 

す。 

 まず、１番目の災害に備えた防災体制について。 

 昨年１０月２３日に発生した新潟中越地震から、今年１年の間、地震、台風、自然災

害を含め多くの死者、重傷者、住宅被害という深刻な被害をもたらしました。このよう

に、災害が突きつけた課題は非常に大きいと思います。災害時医療、高齢者や障害者の

避難の問題、被害を最小限にする備えは何か、今後被災地の教訓を生かし、実態に即し

たわかりやすい避難時のあり方、被災後の住民、災害弱者を守るための備えは十分なの

かを考え、防災に対する見直しとその体制の強化が求められている。 
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 災害は忘れたころにやってくるといいますが、今は災害は忘れずにやってくるという

見方があるように思います。いつ起こるかわからない災害に対して、着実にその準備を

することにより、いざという時にその効果が発揮される。最小限の被害にとどめるため

にも、減災のために常に防災の強化を怠ってはならないと考えます。町として、被災時

の対応、災害備蓄品の確保等の体制の強化を図っていただいておりますが、昨今の被災

地での教訓により、さらに防災の強化が必要とされるところがあるのではないかと考え

ます。 

 そこで、この点を踏まえて３点についてお伺いいたします。 

 まず１点目の、減災のためのわかりやすい情報について。 

 最近、災害発生時で、外国人、青少年、高齢者への情報伝達がスムーズにいかないこ

とが指摘されております。特に、さきの神戸で被災した外国人の多くは、避難情報も救

援情報も得られなかったとのことです。このような時、誰にでもわかる言葉で情報提供

すれば、被害を抑えることが出来たのではないかと考えます。そこで、町として、この

ような減災のためのわかりやすい情報伝達の取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 町の避難所施設について、外国人、子どもなどにわかりやす 

い表示方法についてのご質問でございますが、現在の避難所施設の住民の方への案内、

周知の方法といたしまして、１つといたしまして、各避難所施設の玄関などの入り口付

近に避難所である旨の看板を設置すると共に、避難所施設周辺には、誘導案内板を関西

電力の電柱等に設置を行い、避難所施設の案内を行っております。 

 表示の内容につきましては、避難所施設のシンボルマークとして、一般的に使用され

ております緑十字の記号に大きく漢字で避難所と表示し、あわせて避難所を意味する英

語、ＳＨＥＬＴＥＲを併記し、施設の名称、避難時の注意等の内容を看板に表示してお

ります。 

 ２つといたしましては、町の広報紙に避難所施設を定期的に掲載すると共に、町ホー

ムページにおきましても情報の掲載を行っております。 

 ３つ目といたしまして、外国人の方に対しての案内、周知方法といたしましては、先

ほど申し上げました避難所施設及び避難所施設周辺に設置いたしております案内板、誘

導看板において、ＳＨＥＬＴＥＲと英語の標記を行いますと共に、町ホームページの英

語版におきましても避難所施設の情報を掲載しております。 



２－45 

 また、住民課の窓口におきましては、外国人登録申請等の手続に来られました外国人

の方に対しまして、緊急時の対応方法や行政サービスの情報をまとめました斑鳩町行政

ハンドブック、これは英語、スペイン語、ポルトガル語、朝鮮語、中国語の５カ国語を

作成いたしておりますが、この行政ハンドブックの中にも、町の避難所施設を掲載し配

布させていただいているところでございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今、部長の答弁をお聞きいたしまして、町として各所に避難所の 

誘導用の看板が設置されている。また、その中には緑十字、また外国人に対しての指示

もされているということであります。 

 特に、避難所に設置されている看板でありますけども、果たして現在においてその看

板が住民にわかりやすいようにされているのかということで、少し私自身疑問に思うわ

けでありますけども、最近視察等であるまちに行きますと、避難所の看板が色々とわか

りやすいように工夫されているというのが目につくわけですけども、例えば避難所の看

板に、やさしい日本語で、「逃げるところ」という文字、またそれが大きく書いてある。

説明がされているわけですけども、それとまた、当然平仮名をつけたり、また人が逃げ

る様子を簡単な絵柄で、人文字というんですか、表示してあったり、誰が見てもすぐわ

かるように工夫されている。情報の伝達が住民の方にしっかり認識していただけるよう

にそのまちは考えられているとは思うんですけども、今後このような避難所の看板の工

夫が必要であると私自身考えるのですけども、町としての考え方をお伺いいたします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 避難所の案内看板について、平仮名表記やわかりやすい図記 

号による案内看板の整備について町としての考え方のご質問でございます。 

 質問者が言われますように、近年、避難所施設の案内看板の表記が、これまで広く避

難標識の図記号として使用されておりました緑十字を人文字による図記号に変更された

り、漢字のみでの表記を一部平仮名表記、例えば「避難場所」を「ひなん場所」という

ように変更される。今、質問者は、避難場所を逃げるところというようなことで申され

ておりましたが、このように変更されるなど、看板の案内表示を変更されている自治体

が見受けられるようになってきております。 

 これは、緑十字の図記号につきましては、一部の外国では異なった意味で用いられて

いることから、変更されているものでございます。国際的に見た場合につきまして、非
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常口で用いられる図記号の人文字は、屋内での避難誘導標識としてＩＳＯ登録がなされ、

国際標準規格になったことなどを受け、国際化への対応として変更されてきているもの

でございます。また、平仮名表記につきましては、避難所看板の表示方法の見直しを行

う中で、よりわかりやすい表示として変更されているものと理解しております。 

 本町といたしましては、現在の表示内容が広く住民の方の中で定着しているものと考

えておりますが、外国人の方や子どもなどにも広くわかりやすい表示について、こうし

た国際化への対応を含めた表示方法の見直しの動きも踏まえまして、今後切り替え時期

等も勘案しながら十分に検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今、部長のご答弁ありましたように、今後も被災時において、住 

民の方にわかりやすい情報伝達を検討していただくようお願いしておきます。 

 次に、２点目の避難所のバリアフリー化について。 

 現在、町には２０カ所の避難所があります。災害時には、たくさんの被災者が駆け込

んでこられます。特に、子ども、障害者、高齢者の方には、その受け入れるための避難

所の整備が出来ているのかが心配であります。少なくとも避難した場所で安心して生活

が出来るよう配慮する必要があります。２０カ所の避難所、学校、保育所、体育館、公

民館等がありますが、バリアフリー化についてどのように整備されているのか、その現

状についてお伺いをします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 避難所のバリアフリー化の現状についてのご質問でございま 

すが、質問者も言われてますように、本町には２０避難所施設がございます。その避難

所施設について、障害者用トイレの有無、エレベーター・スロープ等の昇降施設の有無、

展示ブロック・音声ガイド等の施設の有無の３つの項目について整理を行いまして、避

難所のバリアフリー化の現状についてご説明を申し上げたいと思います。 

 １つ目でございますが、障害者用のトイレの有無につきましては、障害者用トイレの

ある施設は、小中学校、公民館、体育館をはじめ１４施設、計２１カ所となっており、

障害者用トイレのない施設は６施設となっております。 

 ２つ目でありますエレベーター・スロープ等の昇降施設の有無についてでございます

が、エレベーター・スロープ等の昇降施設のある施設については、公民館、体育館、小

中学校の一部をはじめ１４施設となっております。その主な内容につきましては、玄関
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スロープや体育館入り口、保育室等へのスロープでは、こうしたスロープのある施設は

１３施設ございます。また、エレベーターのある施設は、中央公民館、いかるがホール

の２施設となっております。エレベーター・スロープ等の昇降施設のない施設につきま

しては、６施設となっております。 

 ３つ目であります点字ブロック・音声ガイド等の施設の有無についてでございますが、

点字ブロックのある施設につきましては、公民館、体育館、保育園をはじめ８施設とな

っております。その主な設置箇所につきましては、駐車場、玄関入り口、階段の上り口、

降り口、手すり等に点字ブロックを整備しております。また、音声ガイドにつきまして

は、いかるがホール、中央公民館の２施設に設置していますエレベーターにおいて整備

を行っております。なお、点字ブロック等のない施設につきましては、１２施設となっ

てございます。 

 全体を総括いたしますと、３つの項目すべてを満たしております施設につきましては

７施設、２つの項目を満たしている施設が５施設、１つの項目を満たしているのが５施

設、３つの項目すべてを満たしていない施設は３施設となっております。 

 以上が、避難所に指定しております２０施設のバリアフリー化の現状でございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今、避難所のバリアフリー化の実態について報告の中で、３項目、 

障害者用トイレが１つ、スロープ、点字ブロックということで３カ所について特定され

て報告をお聞きしたわけですけども、その最後の報告の中で、すべてを満たしているの

が７カ所であるということで、７カ所の施設が満たしている。逆に、何も整備されてい

ない施設が３カ所あるということでありますけども、施設によって隔たりがあり、偏っ

ているような感じがしますが、今後、避難所の整備についてのお考えをお伺いいたしま

す。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 今後の避難所のバリアフリー化の整備についての考え方につ 

いてご質問でございますが、これまで町が指定しています避難所につきましては、バリ

アフリー化を進めてきたところでございますが、幼稚園、小中学校といった教育施設を

はじめ社会教育施設、福祉施設など様々な分野の公共施設を指定しております。この施

設の設置目的から、公共施設により若干のバリアフリー化の項目に偏りがございます。

と共に、また一方では、項目すべてについて満たしていない施設も現状としてございま



２－48 

す。 

 こうしたことから、このような各施設の現状を踏まえまして、先ほどお答えさせてい

ただきました３つのバリアフリー化のポイント、またその他のバリアフリー化の調査も

行いまして、今後整備について検討を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今後よく検討し、またこういった偏りがないように、バランスを 

考え、計画を持って実行していただけるように要望しておきます。 

 次に、３点目の災害簡易トイレの備蓄について。 

 災害時のトイレ不足は、特に女性や障害者にとって深刻な問題です。災害でショック

を受けている被災者にまた別の悩みを与えないように、簡易トイレの備蓄が必要である

と考えます。簡易トイレの中には、ポータブル式のものから、下水道のマンホールを利

用した衛生的な組立式のトイレまであります。たくさんの種類があるわけですけども、

今回町長の施政方針で、避難所に仮設トイレを順次配置していくとのことですが、その

導入の考え方についてお伺いいたします。 

○議長（中西和夫君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 避難所施設への仮設トイレの配置について、具体的な導入方 

法についてのご質問でございます。 

 災害時の仮設トイレにつきまして、その必要性につきましては、阪神淡路大震災以降、

避難所生活を送る上で非常に大きな課題として位置付けられ、また新潟県の中越地震に

おきましては、避難所生活でのトイレの問題から、避難された方々の中で水分を摂取す

るのを控えられたことから、また運動不足といった他の要因との複合的な原因で肺塞栓

症、エコノミー症候群とも言いますが、を発症された事例が報告されております。改め

て避難所における仮設トイレの重要性を認識しているところでございます。 

 仮設トイレの種類につきましては、質問者もおっしゃっておられますように、簡単に

組み立てが出来るポータブル式の使い捨て型の簡易なものから、便槽を備えた組立式仮

設トイレ、便槽の必要がない公共下水道のマンホールを利用出来るもの、車椅子用や手

すりつきといった障害者、高齢者の方にもやさしいものなど、様々な種類の商品が各メ

ーカーからも出されておるところでございます。 

 本町といたしましては、障害者、高齢者の方への対応、公共下水道の今後の整備見込、

町域における全体的なバランスを考慮すると共に、様々な種類の仮設トイレの機能、コ
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スト等について十分に検討を行いまして、計画的に各避難所施設に配置を行ってまいり

たいと考えております。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） そのようによろしくお願いいたします。また、今後さらに災害時 

における備えと、災害弱者への対応の実質的な強化を進めていただくよう要望しておき

ます。 

 次の２番目の質問に移らせていただきます。耐震診断、耐震改修について。 

 先ほども申しましたように、最近大規模な地震が相次いでおり、建物についての耐震

化として、耐震診断、耐震改修の関心が高まっております。しかし、それにもかかわら

ず、昨今建築設計事務所による耐震構造計算の偽造問題が大きな社会問題になっている。

今後、建築確認のあり方について、なぜ見過ごしがあったのか、チェック出来ないのか、

制度としてしっかりと見直す必要があり、現にその対策についての検討、協議が現在な

されております。 

 地震対策について、内閣府の資料によると、阪神淡路大震災では、死者の約８割強が

建物倒壊による圧死で、特定地域における木造住宅では、昭和５６年以前に旧耐震基準

により建築された住宅の６４％が大きな被害を受けており、昭和５６年以前の住宅の耐

震化が非常に重要であると指摘されております。つまり、地震対策の重要なポイントの 

一つは、住宅などの耐震化です。そこで、この点を踏まえて２点について伺います。 

 公立学校の耐震補強について。 

 以前にもこのことについて一般質問があったわけですけども、その中で、当町として、

以前に公立学校の耐震補強の診断、補強工事が一部行われました。現在、公立小中学校

施設の耐震改修状況報告の結果を見ますと、斑鳩町は、小中５つの学校で対象になる棟

の数は２８戸。昭和５６年以前に建築した棟の数２２戸となっている。今年の４月１日

現在での耐震診断実施戸数は１戸で、耐震診断実施率は９．１％で、県内平均が４６％

と比べると格段に低く、また耐震率は２５％、これも県平均４６％と比較すれば低い値

を示しております。近隣の平群、三郷、安堵と比べてみますと、耐震化率の値はその半

分以下になっている。財政の事情、あるいは建築年度の差異はあるものの、耐震化に対

する取り組みが、この数値から見るとおくれているように思われます。町として、今後

の耐震診断、耐震改修に伴う各学校の耐震補強工事の実施についての見解をお伺いいた

します。 
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○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 学校の耐震補強工事についてのご質問をいただいているところ 

でございます。 

 いわゆる、町といたしましては、昭和５６年以前の基準によりまして建築された学校

の建物の耐震性を向上させますために、地震防災施設などの整備等を一層推進する必要

がありますことから、国の方が示されております地震防災対策特別措置法によります第

２次地震防災緊急５カ年計画に基づきまして、年次計画を立てているところでございま

す。 

 その１つの２次診断につきましては、斑鳩小学校南館と斑鳩小学校北館の２棟を実施

したところでございます。また、平成１５年度には、斑鳩小学校の南館の耐震補強工事

を実施いたしております。平成１７年度、本年でございますが、今年は斑鳩小学校中館

の２次診断を実施いたしまして、そして斑鳩小学校北館の実施設計に取りかかっている

ところでございます。そして、１８年度に斑鳩小学校の北館の耐震工事を実施したいと

いうふうに考えております。このように随時校舎の整備を進めてまいりたいというふう

に考えております。 

 今後におきましても、やはり町の財政健全化計画、あるいは町の財政状況とも十分勘

案しながら実施をしていきたいというふうに考えているところでございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 順次進められているということですけども、先ほど私が申しまし 

たように、かなり低い数値であるというのを認識もしていただいていると思いますけど

も、今後耐震化率を向上、上げていくということに対して、まずやはり年次計画が必要

になってくるとは思うんですけども、その点について、耐震改修の計画をどういうふう

に考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今後の耐震補強工事の進め方といいますか、予定でございます 

が、平成１８年度に、今申し上げましたように、斑鳩小学校の北館の補強工事を行って

まいります。その後、平成２５年度までに南中学校を除く学校、小中学校、あるいは幼

稚園施設におきまして、大規模改修を含めた耐震補強工事を実施していきたいというふ

うに考えております。先ほども申し上げましたとおり、斑鳩町の財政健全化、あるいは

また町の財政状況も十分勘案しながら実施してまいりたいというふうに考えております。 
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 なお、主な今後の耐震補強工事の予定ということでございますが、これは建築年度の

古い建物から順次実施する予定をいたしておりまして、今も申し上げましたように、１

８年度は斑鳩小学校の北館、それから平成１９年度には斑鳩小学校の中館、そして２０

年度は斑鳩中学校、平成２１年度は斑鳩西小学校、平成２２年度は斑鳩幼稚園、斑鳩西

幼稚園、そして２３年度は斑鳩東小学校、２４年度には斑鳩小学校の本館、そして２５

年度は斑鳩東幼稚園というような予定をいたしております。こういった予定で進める努

力をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今、数値を示していただきまして、今後、その数値、予定であり 

ますけども、計画に基づいて工事が実施されていくというふうに思います。 

 そこで、耐震補強工事なんですけども、実際に工事されるまでの過程というのがござ

います。設計図書から始まって、それから補強実施設計ということで、あと工事、管理、

監督ということで、その一連の流れについて、ちょっと参考までにお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 耐震補強工事の流れといいますか、事務事業の流れということ 

でございますが、まず第１次診断といたしまして、設計図書によります耐震性能を判断

をされます。そして次に、２次診断といたしまして、設計図書に基づきまして現地調査、

校舎のコンクリートの強度検査を行いまして、耐震性能を判断するということになって

ございます。そして、その２次診断の結果をもって、チェック機関であります財団法人

の奈良県建築防災協会耐震判定委員会でその報告に基づきまして判断を受けるわけでご

ざいます。そして、補強工事が必要となりましたら、次に耐震補強工事報告書を作成い

たしまして、財団法人奈良県の建築防災協会耐震判定委員会で判定をしていただいて耐

震補強実施設計を行います。それらをすべて奈良県においてチェックを受けました後耐

震補強工事を施工をするという運びになるわけでございまして、非常に１次から実施設

計工事までの期間が２年、３年というような経過がかかるわけでございますが、そうし

た経過をもとにして補強工事の実施をするということでございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 流れについてご報告いただいたわけですけども、ほとんど県がタ 

ッチして、一部は民間にということもあるんでしょうけども、町としてはどういう範囲
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においてチェックされるのか、ちょっとお聞きしておきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 町といたしましては、やっぱり設計事務所といいますか、そう 

いったところで十分内容の検査をしていただくような委託をしていくというふうに考え

ております。もちろん庁内にも一級建築士もおりますので、そうした者の助言をいただ

きながら設計業者と十分詰めていきたいというふうに考えております。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今後、この耐震ということについてはかなり重要になってくると 

思いますので、しっかりと設計図書のチェックなり、また工事、監督については、気を

配っていただいてしっかりとチェックしお願いしたいと思います。 

 次に、２点目の一戸住宅及び共同住宅の耐震化ということで、地震の際の住宅、建築

物の倒壊等による被害の軽減を図るため、また耐震性の向上の耐震診断や耐震改修を推

進する際に活用出来るように、国の制度として、住宅・建築物耐震改修等事業や、地域

住宅交付金がありますが、町としてこの制度をどのように活用し、今後建物の耐震化に

ついてどのように進められようとされているのか、その見解をお伺いいたします。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 耐震診断及び耐震改修に対します支援制度に関しまして 

のご質問かと思います。 

 今、質問者もおっしゃっていただきましたように、国では、住宅・建築物耐震改修等

事業といたしまして、耐震診断及び耐震改修に要します費用の補助事業を行っている地

方公共団体に対しまして、経費の一部の補助を行う制度がございます。 

 奈良県におきましては、今年度より、奈良県既存木造住宅耐震診断支援事業が実施さ

れております。その事業内容といたしましては、昭和５６年以前に建築されました木造

住宅を対象といたしまして、耐震診断に要する費用の補助事業を行う市町村に対しまし

て、国の補助とあわせまして県もその経費の一部の補助を行うという制度でございます。 

 斑鳩町におきましては、新耐震基準が施行された昭和５６年以前に建築された木造住

宅が全住宅の約４割を占めておりまして、このような耐震基準を満たしていないと思わ

れる住宅の耐震化を重点的に推進をしていくという必要がありますことから、まずは耐

震診断の普及を目的といたしまして、来年度より国及び県の補助制度を活用しながら、

耐震診断に係る費用に対します補助制度の導入を行いまして、住宅の耐震化の向上に努
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めてまいりたい、このように考えているところでございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） よくわかりました。木造住宅の耐震化については、今般の財政事 

情もあり、長期にわたることから、今後よく検討をしていただいて、また町の方として

も積極的にこの制度を活用し進めていただきたいと思います。今後、その経緯を見守っ

てまいりたいと思います。 

 次に、３番目の質問に移らせていただきます。内部障害の社会的認知を高める取り組

みについて。 

 内部障害という言葉を初めて耳にされる方もおられると思いますが、この内部障害と

は、先天的もしくは後天的に内蔵機能の障害によって身体障害者手帳の交付を受けた人

を言います。心臓、呼吸器、腎臓、膀胱、直腸、小腸の機能障害の６つに分けられます。

厚生労働省の調査、平成１３年の身体障害者の実態調査では、内部障害は全国で８５万

人、身体障害者の４人に１人との調査が出ております。当町におきましても、身体障害

者手帳所持者、平成１５年度８３９名に対して１７８名、約５人に１人が内部障害の方

です。また、厚生労働省特定疾患に認定されていない難病もあり、実際内部疾患障害の

方は、障害者手帳所持者の数倍とのことです。 

 これら内部障害者、内部疾患者は、車椅子や杖を使っている人とは異なり、外見から

はわからない、見えない障害であることから、社会的認知が低く、その言葉すら知られ 

ていないのが現状です。そのために、社会生活の中で多くの困難に直面しております。 

 昨年１２月に、内閣府が、内部障害者やその家族を対象に、障害について知ってほし

いことは何かを調査した結果、外見からわからないため、理解されずに苦しんでいる障

害があるという回答が８割を超えたそうです。実際、公共施設やスーパーなど利用する

際、心臓の負担を少なくするため、車椅子マークのところへ車を駐車し、警備員に注意

をされ、障害者手帳を見せてようやく駐車出来ても、車を降りて歩くと、歩けるじゃな

いかと再度注意された。また、電車やバスの優先座席に座ると、周囲から若いくせにと

冷たい目で見られた等々数多くの事例があります。健常者には何でもないことでも、内

部障害の方にとっては命がけです。 

 そこで、現在、外見からわからない障害があることや、社会が障害者を思いやるプラ

スアルファの心を持ってほしいとの切実な声を知っていただくために、「ハート・プラ

ス」というシンボルマークが普及されております。 



２－54 

 そこで、この点を踏まえて２点について伺います。 

 まず、１点目の、内部障害者への理解と環境整備について、当町としてどのように進

められているのか、またその取り組みについてお伺いいたします。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、質問者が言われてますように、心臓、腎臓、呼吸器、 

膀胱、直腸、小腸、免疫機能に障害を持っておられる方について、内部障害者というこ

とで言われておりますけれども、この内部障害を持っておられる方につきましても、本

町におきましても、今１５年度の関係で質問者が言われておりますけれども、１７年の

１０月末の関係で申し上げますと、身体障害者手帳を持っておられる方が９２４人おら

れます。そのうちで、内部障害者の方が２３５人という数字になっております。このこ

とから、５人に１人という状況でございましたけれども、１０月末現在では、身体障害

者の方の中で４人にお１人が内部障害者の方になっている状況でございます。このこと

から、内部障害者の方への理解と環境整備については、質問者も言われてますように、

外観からは見分け、判断がつかない状況でございますので、そういうことから重要であ

ると、このように考えております。 

 内部障害者の方に対します施策といたしましては、心臓、腎臓、免疫機能障害の方に

つきましては、その医療内容に応じまして、手術、入院、通院費用などを助成をいたし

ます更生医療制度、そして膀胱、直腸機能障害をお持ちの方につきましては、所得に応

じてでございますけれども、蓄尿袋、蓄便袋などのストマ用装具などの補装具の購入補

助制度という制度がございます。ほかには、障害の程度に応じまして、自動車税の減免

とかタクシーの基本料金の助成といった福祉サービス制度がございます。 

 しかしながら、先ほども申し上げましたように、内部障害者の方は、外見ではわかり

にくい見えない障害でありますことから、肢体不自由の方などに比べまして障害の重さ

の割に社会的認知度が低く、心臓のペースメーカー利用者や人工透析患者など実際の外

見が健常者と変わらないということから、障害者と認識されていないということもござ

います。こういうことからも、そういうことで、健常者の方々にそういう認知をしてい

ただくということの周知というのは必要になってこようと、このようには考えておりま

す。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） ちょっと参考にお聞きしたいんですけども、窓口で障害者の方、 
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色々な方が相談に、また要望に来られると思うんですけども、内部障害者の方で相談に

来られた時に、その声はどうであったのかということをぜひお聞きしたいと思うんです。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 質問者もさきのご質問で言っていただいておりますよう 

に、全国的にも内閣府の調査で要望された意見等を言っていただいたんですけれども、

その８割強に当たりますような状況で、当町にいたしましても同様の状況で、窓口では、

スーパーで障害者用の駐車場に自動車を止めようとしたところ、警備員に注意されたと

か、電車やバスなどの優先座席に座る際に周囲から白い目で見られたというようなこと、

そしてまた、これはよくあることではあるんですけれども、心臓のペースメーカーを利

用しているが、ペースメカーに悪影響がある携帯電話を使う人がいてやめてもらいたい

と、なかなか言い出せないというような、窓口でその障害者の方からお声として聞いて

いるということでございます。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 内部障害者に対しての認識不足といいますか、その点からそうい 

う形になろうかと思います。 

 次に、２点目の「ハート・プラス」のシンボルマークの普及について。 

 先ほども説明いたしましたように、特に社会的に余り知られてないのが現状であり、

まず内部障害を認識していただく意味で、このシンボルマークの普及は有効と考えます

が、町の考え方をお聞きいたします。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） この言われてます「ハート・プラス」シンボルマークで 

ございますけれども、内部障害者の方に対しての社会的理解の促進を図っていく上でも

このマークの普及は必要ではないかと、このように考えております。１２月３日から１

２月９日が障害者週間でございましたので、その週間に際しまして１２月の広報に、障

害のある方に配慮するためのシンボルマークの一つとして紹介をさせていただいたとこ

ろでございます。公共施設や交通機関などにおきまして、このマークを普及することで、

外見ではわかりにくい内部障害者の方に対しまして理解される方もふえることによりま

して、内部障害者が誤解を受けて不快な思いをすることも少なくなるのではないかと、

このように考えております。 

 この「ハート・プラス」マークにつきましては、他の障害者マークと同様、障害者が
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日常生活を送る上で、先ほども申し上げてますように、重要であると、このように考え

ますことから、９月にご質問をいただいております聴覚障害の方々に対しましてのそう

いう耳マークのシンボルマークも設置をさせていただいておるんですけれども、そうい

う形で、福祉課、健康推進課、保健センター等々といったところでそういうシンボルマ

ークの設置なども考えていければなと。また、窓口等でこのマークを紹介させていただ

きまして、障害者の本人だけではなく住民の方々の認識を深めていきたい、このように

対応をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（中西和夫君） ３番、飯髙議員。 

○３番（飯髙昭二君） 今、障害者に対してのきめ細かい配慮とその実行が求められてい 

ます。今後、その環境整備についてよく検討していただくようお願いしておきまして、

私の一般質問を終了いたします。ご清聴ありがとうございました。 

○議長（中西和夫君） 以上で、３番、飯髙議員の一般質問は終わりました。 

 午後１時まで休憩いたします。 

         （午後０時５分 休憩） 

           （午後１時０分 再開） 

○議長（中西和夫君） 再開いたします。 

 続いて、６番、浅井議員の一般質問をお受けいたします。６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 議長のお許しをいただきましたので、私の一般質問をさせていた 

だきます。 

 町営住宅についてお尋ねいたします。 

 福祉にやさしいまちづくり条例に基づいた町営住宅の改善についてですが、福祉にや

さしいまちづくり条例をもって、いつもやさしいまちづくりと言われている中、駅、ま

たは公共物などにエレベーターの設置、また段差の解消のバリアフリーやトイレの洋式

化が進んでおると思います。町の最大の課題でありますＪＲ法隆寺駅、これもエレベー

ターの設置は、駅舎の改造と共に出来ると思います。 

 私は、１つ提案したいんですが、町の見解をお聞きしたいのです。南中学の北側にあ

る目安北住宅は、最新の町営住宅であり、バリアフリー化などされております。立派な

住宅だと私は思います。しかし、龍田２丁目、龍田３丁目の長田住宅については、地盤

の平面から１段、２段と階段が上がっております。この段差の問題ですねんけども、や

はりバリアフリー化にしたら、今のこの段差をどうするか。また、手すり、ちょっと私
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も思うんですけど、中は手すりをつけてバリアフリー化みたいになっているようにお聞

きしますが、これを改造していただきたい。また、この年代、長田住宅と目安南住宅の

年代は違うと思いますねんけども、やはり町は公営住宅整備基準法に基づいて施工され

たと思いますが、今後これの解消、バリアフリー化にして、誰でも上りやすい、また階

段も手すりをつけていただくのは、早急にやっていただけるかどうかということをお尋

ねしたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 今のご質問、町営住宅のバリアフリー化についてのお尋 

ねでございます。 

 今、議員にもお述べいただいたように、平成１５年完成をいたしました目安北団地に

つきましては、構造的に廊下方式を採用いたしまして、高齢者及び障害者対応とするた

めに、公営住宅整備基準、並びに長寿社会対応住宅設計指針、及び平成７年３月に制定

されました奈良県住みよい福祉のまちづくり条例等に基づきまして整備をしたところで

ございます。供用部分につきましては、エレベーター、スロープを設置いたしまして、

また住戸部分につきましては、玄関と廊下、また各部屋の段差をなくしまして、また廊

下の幅も広くし、トイレ、浴槽、流し台等についても、高齢者等に配慮したバリアフリ

ー住宅となってございます。 

 一方、既設の追手、長田団地につきましては、建設当時の公営住宅整備基準に基づき

整備いたしたものでありまして、住戸内につきましては、トイレ及び浴室には手すりを

設置、そして廊下と各部屋の段差をなくすなど一定のバリアフリー化はできております

けれども、エレベーター化につきましては、当時、中層３階のものにつきましては建設

補助基準には該当いたしませず、また階段方式を採用いたしましたことから、エレベー

ター化については非常に難しいという状況でございます。 

 今、議員ご指摘の１階部分の階段のスロープ化、そして手すりの設置につきましては、

構造的な面もございますけれども、可能であるかまず調査をいたしまして整備に向けた

検討をしてまいりたいと、このように考えております。 

○議長（中西和夫君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 今、回答いただきましたように、やはり一定の基準を設けて町が 

やっておられるということで、長田住宅については、以前がバリアフリー化でエレベー

ターをつける基準がなかったということでございますが、やはり今設置しようと思った
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ら大変だと思いますねんけども、階段のとこだけでもスロープの格好にしていただいて、

また手すりもつけられるようでしたら早急にしていただきたい。また、この費用は、簡

単に見て相当かかるもんですかね、ちょっとお聞きします。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 先ほども申しましたように、構造的な面もございまして、 

その辺を十分調査をいたしまして、費用等確認をしていきたい、このように思っており

ます。整備することによって歩行者等に支障になっても困りますんで、その辺は十分調

査をいたしたいと、このように考えてます。 

○議長（中西和夫君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 今、部長から答弁いただいて、私もそのように思いますが、やは 

りやさしいまちづくりという一つのキャッチフレーズの中で、やはり町長さんがいつも

言われてるように、皆さんが使いやすい、また身体障害者の方にも安全で暮らしていけ

るというような方向に持っていっていただきたいと思います。 

 簡単でございますが、私の一般質問をこれで終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 

○議長（中西和夫君） 以上で、６番、浅井議員の一般質問は終わりました。 

 続いて、１２番、木田議員の一般質問をお受けいたします。１２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 前もちまして議長に提出しておりますレジメに従いまして質問 

をいたします。 

 まず、１番目の擁壁の安全基準について問うということで、富雄川の左岸の米寿橋の

高安側の擁壁が約１０センチぐらい起き上がっているが大丈夫なのか。高さが約、目測

で５～６メートルありますが、下には町道、あるいは農道が通っておるので、ぜひ安全

の診断を行ってほしいということで、まず目視したところでは、今回問題としておりま

す耐震性の構造計算に合っておるのかどうかということで、今まで擁壁がつくられてか

らどんなくらいの年数がたっておるのか私も定かな記憶ございませんねんけども、かな

りのクラックが走っており、目で見る感じでは約１０センチぐらいの差異というんです

かね、縦の線の差異が生じております。しかも、２段になっておりますねんけど、全体

的な高さとしては、やはり６メーターぐらいの擁壁ということで、下の段と上の段の間

の、２段式になっておりますスロープのところででも、やはり５センチぐらいの差異が

生じておりまして、それがその上の圧力によって押し出されるような格好になっており
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ます。構造的にも、２枚の上下段で構成されておりまして、その中間地点にも、やはり

クラックが発生している状況であります。 

 しかも、上部の道路は、南北の幹線道路としてかなりの交通量があります。しかも、

大型車両が頻繁に通行する道路であります。軽い右カーブの道路であり、私は過去にお

いて欠陥道路と指摘した当時、その以後に、やはりあの場所において、ある若い学校の

先生が単車の単独事故で亡くなられた場所でもあります。しかも、現在でも、やはり交

通事故というんですかね、単独事故が多いんですねけども、ガードレールが常に破損し

ておるような状況で、ひとたびその道路が通行止めというような状況が発生すれば、そ

の影響は計り知れず、下の農道では農業の作業をされる人が１日に何回も通行されるよ

うな状況でございます。上部の歩道についても、斑鳩高校、法隆寺国際高校と両方の名

前になってますねんけど、その生徒たちの通学路ともなっております。やはり、最悪の

状況は想定はしてはいけないけれども、ひとたび地震等が発生した場合、その擁壁が倒

壊すれば、人的被害も発生する恐れもあり、現時点における安全性と、十数年以内に必

ず発生すると予測される東南海地震に対する対応についても、自然災害として現況のま

ま放置してよいのか。責任の所在と安全性について答弁をお願いしますということで、

普通の擁壁やったら真っすぐとかなんですねけども、下の部分は真っすぐで、２段階に

なっているので、その途中からまた斜めにこういうスロープになってて、その真っすぐ

の部分が結局１０センチほど東側に起きておって、それで上の部分がその上にのっかっ

ている。そのずれが結局またそれも５センチ発生しており、それと真ん中部分もクラッ

クが走って、それも何センチかあるような状況で、それと今先ほど申し上げた高校生の

通学路ということで、その通学路の中においても約５センチぐらいのクラックが数メー

トルにわたって走っているような状況で、やっぱりそこから水の浸透とかがあれば、そ

ういう事態も考えられるので、出来るだけ今の現状で応急修理というんですかね、何か

が出来るのであればやっていただきたいなと思いまして、現地は、ちょっと打ち合わせ

の時には、承知しておるということを聞いておりますねんけども、それやったらいつの

時点で承知されたんか、それでまたこれからどういうふうにしようと思うておられるの

か、その点についてもお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） ご指摘の箇所についてでございます。この箇所につきま 

しては、平成３年度に米寿橋の交差点及び歩道の確保ということで、擁壁の構造計算等
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行った中で道路改良工事として施工したものでございます。今日まで、道路パトロール

を実施しております。その時にも確認もしてきているところでございます。 

 現状では、擁壁としては落ち着いているものと考えておりますが、河川堤防を利用し

た道路ということでございまして、今後におきましても、そのパトロール等におきまし

て十分監視を行ってまいりたいと、このように考えております。 

 ご指摘をいただいておりますクラック、少し開いているというような部分、その部分

については随時目地材等を入れて補修等対応をしてまいりたい、このように考えており 

ます。 

○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） そういうこと、悪いことは余り考えない方がいいんかもわかり 

ませんねけども、もしそういう事態が発生した時に、誰がその責任を負うんですか、そ

の場合は。その責任の所在というんですかな、それをちょっと聞かせていただきたいと

思います。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 先ほども申し上げましたように、平成３年度に道路改良 

工事として施工をいたしておりますんで、その部分に支障が生じるということになれば、

当然施工した町に責任があるということになってまいります。 

○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） それで、今、姉歯設計事務所ですか、耐震性とか何かを叫ばれ 

ているご時世に、そんだけのなにが生じてもそれ安全やというて言い切られるのかなと、

私はその点がちょっと不思議でなりませんねんけども、それで町が責任を持つというて

言い切ってくれはるねやったらそれでもいいんかもわかりませんねけど、やはりそうい

うことを察知したら、早急にやっぱりその対応を講じていただかなければ、まだそれは

大事には至ってないからというてそのまま放置されたら、結局はやっぱり誰かがその被

害をこうむるというような事態にもなりますからね、その点についてやっぱりちゃんと

した調査をしていただき、そうして、我々素人やからちょっとわかりませんけどね、そ

の強度というもんがあれで大丈夫やと言い切ってはんねからね、それやったらそれの、

目で見ただけやなしに、ちゃんとしたデータというんですかな、それをお示し願いたい

と思いますが、それは可能ですか。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 
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○都市建設部長（藤本宗司君） この擁壁を設置いたします時に、当然その擁壁の構造計 

算、強度等当然計算をした形で整備をいたしているものでございまして、その後、部分

的に夏、冬等の伸縮等も当然ございましょうし、その辺の中で、先ほど１０センチの隙

間があるというご指摘でございますけれども、町の方で確認をさせていただいておるの

は、５センチから６センチ、そのぐらいの今隙間があいているという状況でございます。

その辺について注視をいたしておりまして、先ほど言いました目地材等を詰めながら、

それが実質変動しているんかどうか、その辺も確認をしながら対応をしていきたいと、

このように今日まで考えてきたところでございます。 

○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） いや、私、先ほど申しましたように、町の方でもうそれ以前か 

らそれを察知しておられるということでしたやろ。だから、それやのにまだいまだにそ

のような状態で、それでこれからまた目地を詰めるというようななには、ちょっとやっ

ぱりこれ後手後手に回るのと違うんかなという、そういう心配があるから申し上げてお

るのであって、それは責任も町が持つ、そしてまた大丈夫やと言わはったら、それはそ

れで私は結構ですけどね、とにかく大事にやっぱりそういう施設というんですかな、公

共施設を早急に維持していかなければ、大変なことになったら、やっぱりそれだけ費用

も色んなもんかかってくるからね、その点においてやはり早急に調査していただいて、

そして補修する部分については補修をしていただきたいとお願いしたいと思います。 

 続きまして、安堵井堰で行われていることについて問うということです。 

 過去の一般質問において、当井堰の工事が終わらなければ斑鳩町の河川改修へと進ま

ないと聞いており、ＪＲ鉄橋の架け替え工事も現在進行しております。河川改修工事も

動き出したと理解すればよろしいんかということで、現在、安堵井堰部分において大規

模な工事が進められております。沈められておったテトラポットに似た三角錐のコンク

リート構造物が多数斑鳩高校の左岸の広場に引き上げられ、その横ではまた新しい構造

物が大量に現場で製造されております。この状況を見ると、安堵井堰の問題も解決した

んかなと想像し、やっと心配しておりました富雄川河川改修も本格化したのかなと思え

る状況であります。 

 世界的にも異常気象が危惧されておる中で、一たび町内で浸水被害が発生すれば、大

和川の排水量次第では何日も浸水状況が続く心配もあり、しかも大和川における河川改

修も、部分的には災害復旧のような状況で補修されておっても、まだ本格的な河川改修
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は奈良県には、大阪府ぐらいで奈良県にはまだ至ってないと思います。やはり、奈良ま

で来るのにはかなりの年数がかかると思いますので、大和川の溢水によって王寺町にお

ける浸水も発生しておりまして、大和川の支流となる河川における溢水が、浸水被害を

過去にも何回も起こしておる、その河川に対して、今現在進められておる工事がどのよ

うな工事であって、そして大和川のもう一つ上の方の佐保川なんかではかなり河川改修

も進んでおるような状況なんですねけども、斑鳩町内における富雄川を私は重点的に聞

かしていただいておりますねけども、一昨日県会議員さんと話しておったら、三代川の

河川改修は福本の自転車屋のとこまで事業認可申請が出てると。私、以前に聞かしても

うたと思うてんねんけども、山田の米屋さんのとこまで何か事業認可申請が出されてお

るというふうにちょっと聞いたような記憶があんねけど、ちょっと記憶間違いやったら

それはそれでよろしいですねんけどね。 

 それと、町は遊水池をつくるために郡山土木事務所の方に、２反ほどの用地の確保を

要望されておると。それで、それは、河川改修はなにやから、県の方ではあかんと、郡

山土木事務所の方ではそれはええと、ええというんかね、可能やというような返事をい

ただいておるというふうな話を聞いたら、何かちぐはぐな、同じ県の中の事業部なんか

においてもそのような差があるということは、ちょっと私ら聞いてんのとまた違うんか

なと。今さら何でそんな遊水池なんか、そんなん要望するのかなと。私、前に東洋シー

ルの北側の今草の生えておるようなところを斑鳩町の遊水池にというたら、その当時か

ら、個人か会社が持ってはるのかわかりませんねんけど、今現在の所有者のなにに変わ

ってますねんけども、今そんな遊水池を必要とするのかなというそういう疑問がわいて

きましてんけど、県に対して要望してはるようなそういう事実があるのかどうか、それ

らについても聞かせていただきたいと思います。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） まず、ご質問の１点目、富雄川の改修の状況について説 

明をさせていただきたいと思います。 

 議員もご承知のとおり、現在はＪＲ橋梁の工事を進められているところでございます。

本年度の工事内容といたしましては、来年年明けの１月２１日の深夜から始発までの間

におきましてＪＲ橋梁を付け替えをされるということで聞いております。その後、ＪＲ

橋の仮桟橋、そして下流に設置しております仮の河川床の床止工、その撤去まで本年度

で施工をしていこうということでございます。 
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 また、現在施工中の、今議員ご指摘の場所でありますけれども、西安堵井堰から県道

天理斑鳩線の間で施工されている工事でございます。これも、仮の河川の床止工として

次年度以降施工を予定されております、現在施工中の橋梁部分のところの河川工事のた

めの河床の侵食防止ということでの仮工事でございます。 

 そして、平成１８年度には、県道天理斑鳩線から下流の右岸の護岸工事、そして今使

用しておりますＪＲ橋の橋脚１基撤去していこうと。そして、平成１９年度には、左岸

側の護岸工事とＪＲ橋脚の１基撤去をするという予定で進められております。その後、

平成２０年度には、護岸工事が完了いたしまして、河床の切り下げ工事を予定されてい

るというところでございます。 

 次に、その後、上流へと改修を進めていくに当たりましては、井堰の問題がございま

す。まず、西安堵井堰につきましては、県におきまして関係団体と協議をなされており

ますけれども、合意には至っていないということで聞いております。県としても、今後

も地元関係団体と協議を進める努力をしていきますということで聞いております。 

 次に、斑鳩区域内の井堰についてでございますけれども、現状の調査は既に完了をさ

れていると。今後は、関係水利団体と協議が必要となってまいります。町といたしまし

ては、現在行われておりますこの工事と並行して、県と共に調整をしてまいりたいとい

うことで考えているところでございます。 

 次に、三代川の関係のご質問をいただいたんですけれども、三代川の認可の関係につ

いては、今議員ご指摘のとおり、山田さんの元米屋さんのところまで、あの三差路まで

認可ということで事業区間ということになってございます。 

 そして、遊水池関係についてでございますけれども、富雄川の整備確立と三代川の確

立と少し差もございまして、そしてもう１点は、三代川の改修、今現在駅前の方で交渉

等進めさせていただいておるわけですけれども、下流から進めていくに当たって少し年

数もかかるということの中で、一時的に上流部で暫定的に阿波地域の溢水を軽減すると

いうことから、土地を提供というんですかね、借地等そのままの所有形態で構造物だけ

水をためるような状況で、整備は県の方でさせてもらってもいいと。ただ、底地等買収

とか、借地で使用料をお支払いするとかいうことでなしに、そういう遊水池的なものを

つくらせていただければ、そういう今地域で心配されている溢水についても軽減出来る

であろうということで、県の方から地元の方にそういう協力をいただけるかどうかとい

う打診をされたということでございます。 
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○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 三代川の河川改修認可申請区域というのは、福本の自転車屋の 

ところまでというふうに私昨日聞いたところなんですねけど、それが山田の米屋のとこ

までということであれば、私以前に聞いておったとおりやと思いますねんけども、ちょ

っと勘違いしてやったんかどうかわかりませんねんけども。 

 それと、県は言うても郡山土木事務所の方に遊水池、なかなか三代川の河川改修も進

んでこないということで、遊水池的な機能を持った土地を、今借地でもとかいうて、構

造物だけ県の方でされるというようなことを聞かせていただいたんですねけども、郡山

土木事務所はそれには可能や言うてはって、県の方ではそれは河川改修の方でなければ

あかんというようなことで、そしたらどちらをなにしたら地元の人に迷惑のかからんよ

うななにになるのかなと。やはり、何年に１回かは必ず三代川の東洋シールから山田の

米屋さんのあの辺までは、いつも溢水というんですかな、道路へ水があふれるような状

況になっておんねけども、それを解消するために遊水池的な土地を借地でもというよう

な話なんですねけども、本当にそれが可能かどうか。こんなん土木事務所が許可しても

予算つくのはやはり県のなにやからね、土木事務所の単独でのそれはなかなか出来ない

のではないんかなと思いますけど、それはもう出来るというふうに信じてよろしいんで

すかな。 

○議長（中西和夫君） 藤本都市建設部長。 

○都市建設部長（藤本宗司君） 今、県の方から地元の方にそういうことで打診をされた 

わけですけれども、地元とすれば、田を耕作しながらそこに水をためるということでは

困るというようなことで、今現在は地元の方の協力は得られないという状況にはなって

ます。 

 ただ、土木事務所と県との意見の違いをご指摘されているわけですけれども、あくま

でも県の土木事務所の計画調整課長と地元に寄せていただいて、その旨お話をさせてい

ただいているということでございますんで、あくまでも県の考え方ということで担当と

してはとらえているということでございます。 

○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 出来ることなら、そのようななにをしなくて、三代川の河川改 

修が順調に進むことが一番望ましいんですねけどね、やはりこれから先何年かかるかわ

からないような、やっぱり非常事態に備えてそういう指標もあるのかなというふうに昨
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日ちょっと聞かせてもろうて初めてそういうふうなことを知ったんですねけどね、いず

れにしても、出来ることならどちらも早いことやっていただくように、県の方にも十分

お願いをしていただきたいと思います。 

 続きまして、３番目、９月１５日の厚生委員会での質問の回答について問うというこ

とで、幸前にある光洋配送センター解体工事による外壁の材質と工事についてお聞きし

ましたが、その後回答のないまま解体工事も完了し、そして今新築工事が進められてお

るというような状況であります。現在、斑鳩町議会の議会運営委員会において、常任委

員会数及び定数、そしてその他の審議が行われている状況の中で、一般質問及び常任委

員会及び特別委員会の答弁が、その場限りとなっておることに対して、非常に私は残念

でなりません。職員の心は計り知れないけども、やはり町民の選択した斑鳩町単独町制

に対して、責任感を持って対応していかなければ、やはり議会と行政、そして町民等に

よる一体的なまちづくりが進められないと思う次第であります。笛吹けど踊らず、町の

三役が何ぼ頑張っても、やはり職員がそれについていかなければ、斑鳩町の発展はおろ

か現状維持も難しい状況が発生するものと考えるのであります。 

 どうか理事者の皆さん、議員は４年に１回の審判を受ける立場であり、やはり本会議

における一般質問並びに委員会における質問が、議員の生死にかかわるやはり重要な事

項と受け取っていただいて、正確、迅速かつ発展性を考慮に入れてのやはり回答をいた

だきたい。これは私の私見でありますが、議員皆様も満足しておられるのかもわかりま

せんが、私個人の感想として述べさせていただきましたが、今後の質問に対してでも、

やはり大きな大小の問題にかかわらず、質問に対しては包み隠しない正確な答弁をして

いただきたいとお願いしたいんですが、その時の、もうなくなってしもうた、なくなっ

たというんか、解体されてしまったなにやから、今さら言うてもしようがないのかもわ

かりませんねんけども、それから日数もたっておるのに今になってというようななにも

理事者側にはあるのかもしれませんねんけど、前回の委員会でそういうことをちょっと

でも言わはんのかなと思ってたら、もうナシのつぶてやということで、やはり私かて一

たん言うた以上はそのなにを聞かせていただきたいなと思うてここで言わせていただい

たんですねけど、これは今後とも重要な問題であると、私はそういうふうに受け取って

おりますねんけども、皆さんもう納得しておられるのかどうかちょっとわかりませんけ

ども、その点について、実際あの材質というんか、あれはどんなもんであったんか。私

は写真は撮ってますねんけど、材料自体はそこまで追及も何もする気持ちもないですか
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らね、やはり周辺の人が、あれはアスベストを含んだ材料やったんと違うかというよう

な質問というんですかね、問いに対して、私はそれを、いや、そんなんどうのこうのて、

まだ答えももろうてないので返事すること出来ない。そして、幸前の総代さんも、私に

ある日、あれはどんなんやったというふうに言われたんで、いや、これは議会において

もまだ返答をもろうてないからちょっと待っとってということで返答を待っていただい

ておるような状況ですので、やはり各委員会、あるいは一般質問における答弁というも

のの大切さを肝に銘じて、これからもきちっとした回答をいただきたいと思いますねん

けど、どうかよろしくお願いします。 

○議長（中西和夫君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） ご質問をいただいております件につきましては、９月の 

厚生常任委員会におきまして、光洋精工株式会社が行っております解体作業につきまし

てのご質問をいただいております。ただ、その時実態把握が出来ておりませんでしたこ

とから、早急に調査をさせていただいてお答えをさせていただく旨のお答えをさせてい

ただいておったわけでございますけれども、９月１５日から本日まで２カ月以上が経過

をいたしております。しかし、当時実態把握というのは、早急に委員会終了後直ちに調

査をさせていただいております。その調査結果につきまして、今、きつくご指摘をいた

だいておりますように、質問者にご報告怠っておりましたということにつきまして、今、

ご質問をいただいております件に関しまして、お答えする前に深くおわびを申し上げま

す。まことに申しわけございませんでした。 

 それでは、その調査の結果でございますけれども、先ほども申し上げましたように、

委員会後直ちにその日に解体工事を施工をいたしております業者に対しまして聞き取り

調査を実施をさせていただきました。その結果、外壁の部材は、セメント板とフレキシ

ブルボードを合わせたもので、その中にはアスベストが１０％混入をされているものの

材料でございました。ただ、質問者が懸念をされておりますアスベストの飛散というも

のは生じないのではないかというように判断をいたしております。また、解体作業をさ

れておられる業者につきましても、そういう状態、１０％が含まれているということは 

把握をされており、建設リサイクル法など必要な法的手続は完了をされておりました。 

 この外壁の部材につきましては、アスベストを含有しているものの非飛散性でありま

すので、労働安全衛生法とか石綿障害予防規則の届け出は不要となっております。 

 また、質問者もご承知をいただいておりますように、解体工事に際しましては、非飛
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散性ではありますものの、万一の場合に備えまして、外壁を細かく砕かずに、１枚ずつ

ボードを取り外しながら解体を行うという作業手順につきましても確認をさせていただ

いたということでございます。 

 ご報告につきまして遅くなりまして、まことに申しわけございませんでした。 

○議長（中西和夫君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） そんなん今さら何言うてもろうてもなんですねんけどね、今後 

とも、やはり斑鳩町が単独町制で行こうということになれば、やっぱり行政、そして議

会、そしてまた町民が一体となってやっていかなければ、斑鳩町としても発展性もない

し、やはり皆さん方にも色んな注文が出てくるかもわかりませんねんけども、ある程度

出来る出来ないは、これは必ずそういう事態も出てくると思いますねんけども、一応そ

ういう質問とか問いに対しては、必ず早急なる回答を得られるようにお願い申し上げて

私の一般質問を終わります。 

○議長（中西和夫君） 以上で、１２番、木田議員の一般質問は終わりました。 

 これをもって本日の一般質問は終了いたします。明日も引き続き午前９時から一般質

問をお受けいたしますので、定刻にご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。どうもありがとうございました。 

         （午後１時４０分 散会） 

 


